
第6 章　　地域社会の活性化

第1 節　行政施策の動向

全国各地において活力と潤いのある地域づくりを目指し開発事業に取組んできた自治体

ではヽ円高不況により地域の産業構造の変化が深刻に進行しつつある。企業城下町、地場

産業の町、剱出工場を誘致した町、さらにはテクノポリス構想をも含めて、厳しい再検討

を強いられている。第一次産業就業人口の激減、人口構成におけろ高齢化層の急増、大企

業（地方工場）の操業短縮・規模縮小・|散収などによる雇用機会の喪失や失業、市町村の

危機感など、人口と所得（財政）の状況は極めて悪化している。加えて、生産基盤の弱体

化は地元中小企業の斜陽化や倒産を引き起こし、時代の担い手である若年層の土地離れ、

あるいは、自然・環境・文化・生活などの全面的破壊を必然化している。もはや大企業の

巨大開発や国の公共投資を当てにする時代は終わった。さらに、第四次全国総合開発計画

によれば、分権から集権へ、東京優先が一層強く打ち出され、金融・情報・人口・産業の

世界都市東京への集中化は避けられそうにない。大阪、名古屋でさえ地方の一中枢中核都

市に位置づけられるようになった。1975年代の「地方の時代」から再び「都市の時代」が

指向されつつある。いわば日本列島全体の都市化現象が進みつつあるといえるかもしれな

い。

自治体は、かつて地方が“東京並み”や“東京中心の価値観”を追求してきたエネルギ

ーのむなしさと限界とに直面せざるをえない。中央省庁の補助金や外部・大資本の財政力

にのみ期待し、ただ与えられるものを待つだけの基本姿勢や思考様式、あるいはそのミニ

チュアやコピーに自足してきたことを深く自省せざ るをえなくなっている。確かに都市は

地域社会を破壊してきたが、決して新しい地域社会をつくり出しはしなかった。住民は地

元の自主的振興の担い手とはなりえず、地域づくりの主体的活動も乏しかった。

こうした危機意識が、自ら「依存型から内発型へ」の発想の転換を迫り、とにかく地域

内の潜在力を見直し、その事業化を図っていこうという機運を生み出している。「どこま

でも地方にとどまる」ことから発想し、自ら土着の文脈（地下水）を掘り起こすことによ

ってローカル・アイデンティティを確立していかざるをえないという状況になってきた。

それはやがて地域の独自性や自主財源の確保を主張するようになり、地域内から新しい価

値を創り出そうとする運動へと結びついてきた。それが「自主・自助・互助の原則」や「
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事前主義J を前提とした「まちづくり」や「むらおこし」運動（大分県の一村一品・－集

落一品運動という地域経営論、熊本県の日本一づくり運動という株式会社論など）であっ

た。

これらの提唱や運動は、単に地域経済の活性化のみならず、地域社会全体のあらゆる資

源（自然・文化・生活・歴史・人口・産業・環境など）の有効活用を図り、それを挺子と

してさまざまな新しい需要を喚起、創造していこうという目的をもっている。先の日本都

市センターの調査でも、「現在、地域経済を活性化するために、どのような地域産業( 地

場産業を含む）の育成に取組んでいますか」という問いに対し、第一に多いのはテクノポ

リス構想の具体化であった。この事業の魅力は、産業（工場）と学術（研究開発）と住宅

（居住環境）との三身一体による高度技術工業の集積都市を目指した「複合的な都市づく

り」（産官学のネットワーク化）にあった。（中小）企業と地場産業と地域住民とのー体

的発展による自生的地域づくりを重視してきたのである。事業としては、例えば、ニa,ー

セラミックス技術の促進事業、ニューメディア・コミュニティ構想のモデル地域事業、テ

レトピア・テクノポリス計画の推進などが行われた。その具体的施策として、バイオ農林

水産開発、テクノセンターの設立、工業団地の造成・分譲、中小企業の工場集団化・共同

化・協業化の促進などが実施されている。かくして、さまざまな地場産業の特産品づくり

や個性ある観光開発（広域観光センター建設、大型レジャー施設）などが推進されてきた

（ちなみに自治省は、lり6 年度より、地域活性化構想に取組んでいる自治体の中から9

地域を選び、リーディング・プロジェクトとして「長寿社会対策」「国際都市整備」「地

域間交流」の3 分野について、地方債の優先充当、特別交付税算定の配慮などにより、積

極的に支援していく方針であるといわれる）。

第2 節　将来の組織的対応

自治体が地域活性化のために援助している方法としては、日本都市センターの調査によ

れば、①補助金（78.9％）、②後継者の育成（26.2 ％）、③技術（ノウハウ）の援助（19.1

％）の順であった。①補助金とは、商業組合等による共同施設の設置整備への補助と利子

補給、新製品問発への補助、近代化資金の利子補給等の資金貸付、資金( 低利）融資など

である。②後継者づくりとは、人材育成のための講演会、優良従業員の表彰事業、中小企

業大学校の誘致などである。さらに③技術援助とは、技術交流センター建設、技術情報交
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換プラザヽ異業種交流推進事業、産業振興懇話会などの相談所や講座の提供である。

その他に実施しているものは、④先進地視察や調査にもとづく組織づくりの助言（対策

やビジョンの策定など）、⑤立法措置としての企業誘致条例の制定（新企業城下町条例に

よる新分野開拓事業、工業振興助成条例など）、⑥振興行事の主・共催（地場産業まつり、

産業祭、商工祭、ハワイ物産展、全国織物競技大会、見本市など）、⑦PR （特産品の常

設展示場、展示即売会、生産者・消費者・流通業者による懇談会の開催、東京のふるさと

情報センターへの周知など）、⑧イメージづくり（キャッチフレーズ、ネーミング、ブラ

ンド化など）、⑨ビデオ政策（CATV による普及、啓蒙運動など）、あるいは⑩地域間

競争の奨励、などがある。

このように地域活性化の手法は、単に補助金だけでなく、人づくり（人材）、情報づく

り（ノウハウ）、組織づくり（懇話会）、政策づくり、イベントづくり、イメージづくり、

あるいはPR など、極めて多岐にわたっている。

事業の成否は、これらの複数の要因や条件をうまく組み合わせ、その複合的な力の相乗

作用によってどれだけのイメージアップが図れるかに㈲処しているといえるであろう。こ

こで共通の要因を抽出してみると、①明確なポリシーをもって地域資源を活用すること、

②小さな地場特性間のネットワーク化を図ること、③外部のノウハウや情報を積極的に

求め利用すること、④イメージづくりとマスコミの活用（コーポレート・コミュニティ、

シティ・アイデンティティといったC  I 戦略）、さらに⑤後継者の人づくりなどが挙げら

れよう。

庁内組織では、次のような新しい担当部門が誕生している。例えば、企画調整部テクノ

ポリス対策室、生活文化部産業課、環境経済部商工課、商工貿易課・中小企業指導所、工

芸デザイン指導所、秘書課国際係、工業立地対策室、経済部商工課繊維振興室などに、職

員がそれぞれ∠1～10人位配属されている。さらに職員がまちに出て住民の意見を聞く「身

近なまちづくり支援制度」を編成しているところもある（世田谷区）。

既成の担当課で処理しにくい行政課題に対しては、随時庁内グループの編成により対処

している。関係部局からなるワーキング・グループや応援体制を組み対応する（横浜市の

まちづくりは、アーバン・デザイン課と企画調整課との連携プレーであった）。例えば、

地区基本計画策定委員会、産業振興策定委員会、地球岬展望台の設計プロジェクト、経済

活性化推進協議会、グリーンテクノピア・プロジェクト推進本部、プロムナードデザイン

検討会、商店街コミュニティ会議などが各市で実施されている。
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さらにこれらの庁内グループに住民代表も直接参加するようになっている。各種関係団

体の役員や利益代表（商店、工業、商工会議所、金融機関など）のみならず、一般市民も

正式メンバーとして参加するようになった。これは市民のもつ時代感覚、ノウハウ、実行

力、アイディアなどを積極的に情報交換し、反映させていこうという仕組みづくりである。

さらには市町村レベルを超えて、各自治体が、自主的かつ対等な立場で横断的・協働的な

関係を結び、対処していこうという方法も見られる（広域市町村圏などの広域行政、ある

いは自治体サミット（連合）など）。

総じて、「むらおこしのルネッサンス」といわれる現在、地域活性化にとって重要なこ

とは、自治体の立地条件、人口・財政規模、産業構造などの特性にあわせて、独自のポイ

ントを見直し、付加価値をどれだけ高めていくかということであろう。そして、地方だか

らこそできるもの（モノづくり）、あるいはこの地域にしかできないこと（行事、交流）

を発見し、付加価値を創出していくのは、担い手となる地域住民である。すべては担い手

となる新しい人材の存在にかかっている。自らの地域は自らの知恵と行動で創っていくと

いう主体者の行動力である。このことは、これまでのように国や企業などの外の力は利用

しても依存はしない、自分たちの地域を自ら守り再生させていくのだという人々をより多

く育成することである。そのための自治体施策は、“工場誘致よりも人材誘致や人材導入”

を何よりも先決しなければならない。その新しい主体こそ、地域住民と自治体と職員との

三者一体であろう。つまり、自治体の長期的総合的な方針と計画、その執行にあたり、土

地の買収から造成、企業の誘致から配置とこなしていけるすぐれた行政能力をもつ職員、

および強い意思力をもった住民との総合的な力の結集である。さらにいえばそれは、自治

体自らがただちに「開かれた行政知織へ」と変革に着手するか否かに依存しているともい

えるであろう。

第3 節　まちづくりシステムのC  I 戦略

ある個性的な地域社会をこれからどうしていくかについてキテンと考える者は、その土

地に住む“住民と自治体職員”以外にはありえない。国家政策からの画一的関与もある鶴

基本的には「誰が本当に真剣になってくれるか」といえば、やはりその地域の人間しかい

ないし できない。彼らがやるしかないのだ（1 ）。なぜまちづくりを“ 他者”に一任す

るのかという批判の声はますます高まるばかりである。従って、そこの住民と行政（自治
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体）とがどのようにつながっていくか、新しいシステム（仕掛けや仕組み）をどのように

つくるかということが極めて重要な課題にな つヽている。つまりそこに生きる人びとが協働

してヽいま、何かできるかを考え、そして行動する、そうしたシステムづくりが切実に問

われているのである。

そのような新しい仕組みを、ここでは「まちづくりシステム」というコンセプトで総称

しておこう。このコンセプトは、「どんなまちにしたいか」「こんなまちがほしい」とい

うまちのイメージづくり＝C  I 戦略（コミュニティ・アイデンティティ、シティ・アイデ

ンティティ）にあわせて、まちづくり政策事業を推進していく組織集団のことである。そ

れは「住民参加型のまちづくり住民会議」のことである。例えば、「文化の世田谷」とか、

「緑の板橋」とか、「住環境の杉並」「冬を楽しむ北海道」とかいったC  I 戦略( まちの

イメージ・チェンジ、新しいシンボルマークやスn ーガンづくり、地域ビジョンの形成、

アーバンデザイン、まちづくりルネッサンスなど）を実現するプロデュース機構という装

置である。それはまた、「民間活力」を導入すると同時に「行政活力」をも大いに活用す

るシステムのことを想定している。

まちづくりや地域づくりの個性・魅力・風格といったCI 戦略の発想には、「コミュニ

ティ活動から地域経営・自治体経営の時代へ」という時代的変化の状況認識がある。例え

ば、高齢化・国際化・情報化・ソフト化・ハイテク化といった風潮に対して、住民も行政

もうまく対応できないでいるという現実に直面している。国の補助金も職員数も予算も徐

々に削減されている。だれもそこまで面倒みてくないという危機感を察知した。そこで、

チャレンジャー（ベンチャー）精神を発揮して、「住むためのまち」「働くためのまち」

を自ら摸索し始めたのである。

このようなC  I 戦略の推進にとって必要な課題が2 つある。ひとつは、「（行政）理念

にまで遡って（自治体）の性格をはっきりさせ、今後に向けてのビジョンと活動を明確に

させるという“自己確認”」と、もうひとつは、「確認された自己を社会、市場、顧客、

（住民）にむけて積極的にPR し、“われここにあり”ということを強く印象づける“自

己表現”」（2 ）ということである。

先端的事例として、「ヒューマン都市世田谷」のモデルを提示しよう。「1.安心してく

らせる世田谷のまち（お祭り、懇談会、ふれあいの場、町並みづくり）」「2.みんなでつ

くる世田谷のまち（まちづくりセンターに集まる人びとを中心として）」「s.ともに学ぶ

世田谷のまち（地域の生きた学校、コミュニティ・スクール）」さらに、世田谷らしい町
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並みづくりのまちづくり基本計画として、①居住環境の整備、②自然環境の保全、③土地

利用と都市基盤の整備、④産業振興（区民生活と結びついた商業、買物環境）、⑤教育文

化の向上、⑥福祉・保健の充実、⑦消費生活の防衛、⑧区民交流の促進、という8 つの体

系が確立されている。これらの政策に共通しているものは、“都市生活の中で人間らしく

生きていくとはどういうことが という行政課題ではなかろうか。

どんな魅力あるまちにしたいのかという理想像は、逆にいえば、それが現実に欠如、喪

失し、あるいは未成熟であることの証左でもある。「まちに個性を」「すてきな出会いの場

を」「緑と水のルートづくり」「人のネットワークづくり」など、高級感覚あふれるコピ

ーばかりである。とりわけ、憩いと安らぎとくつろぎの場といったオーブンスペース（空

間、前庭、空地、広場など）への要望は高い。あるいは、遊び、学ぶ、見る、といったア

メニティ感覚（快適、個性、余裕、質、心の豊かさ）なども際立っている。「個性と潤い

と活力のあるまちづくり」「美・観・遊・創の都市空間づくり」、あるいは「住民自身を

主人公としたシナリオとストーリーを演出する舞台装置」等々、いわば「商品価値」とし

てのC  I を創り出していこうとしているように巴われる。これらは現代都市におけるまち

づくりの基本的特徴であろう。

かつてコミュニティ・シンボルといえば、定住性、参加性、コンセンサス性、空間性、

時間性（歴史性）、象徴性（公益性、共通性）、平等性、非権力性などといった論争がメ

インであった。あるいは、ハードな施設づくりやソフトなコミュニティ活動、交流の機会

づくり、人間性回復の場づくりなど、いわゆる“歌って踊っで のスポーツ、レジャー、

レクリエーションなどが中心であったように思われる。そして「交流ブラザ」や「市民サ

ロン」などの環境整備や施設づくりが優先的に設立、展開されてきた。

しかし最近では、単に人と人、心と心の結びつきやまちを守り・住みやすくしていこう

ということから、さらに一歩進んで、まちづくりから地域振興に絡めて結びつけられるか

どうかに力点が移行しつつある。さまざまな交流の中から何か新しい商品やイベントを見

出したり、社会的資源の活用を図って新製品を開発したりするようになってきた。「コミ

ュニティ ’ビジネス」としてのマネジメント的発想への転換である。

例えば、生活者の視点からの国際交流を図ろうという異文化体験のチャンスでも、それ

は単に一緒に食事をしながらお話をするという場づくりではなく、チャリティショーやシ

ンポヅユームやバザーや祭りの中で、ビジ ネスとしても企画されるようにたった。つまり

イベントを開催して注目を集め、“参加することに意義”かおるのではなく、そのイベン
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トを通して地域全体の活性化や経済的波及効果（地域経営）につながっていくことが大切

なのである。そしてその利益を育英奨学金や留学生会館設立のカンパやセンターの運営資

金に供したりする。いわば、経済性、効率性、機能性といった視点も導入されるようにな

った。これはヽ国家的行財政改革の中で、緊縮財政、自主財源確保、受益者負担、独立採

算性などといった財政事情も考慮せざるをえなくなったためであろう。

こうしてヽ各自治体はさまざまなまちづくり政策事業を推進している。①中野区老人ア

パートプロジェクト、②財団法人こうべ市民福祉振興協会、③武蔵野市福祉公社、④サン

シティ・リタイアメントコミュニティ、⑤プライムコミュニティ伊東、⑥足立区のまちづ

くり公社（財団法人）、⑦奈良まちづくりセンター（社団法人）、⑧墨田区のまちづくり

公社、⑨シティーパークせんだがや、⑩ちよだパークサイドブラザ（千代田区）、⑩遠野

ふるさと公社い

町土地開発公社、⑩早川町の南アルプスふるさと活性化財団、など（3)  。

では、このような新しいまちづくりシステムは、一体誰によって、どういうふうに組織

され、どのように利用、管理運営されているのであろうか。

住民と行政との関係は、これまでの歴史上・立場上、相互的不信感がまだ根強く残って

いる。しかし、住民参加と行政の役割ぱ 車の両輪の如ぐ であり、両者の連携プレーと

相互協力が時代的にも要請されている。行政の理解と協力はどうしても不可欠である。た

だし、行政側は、これまであまりにも住民不信と行政主導型のウェイトが高かったことを

反省し（∠I)、かつ住民側もお上志向・中央志向や町内会・自治会への依存度が高かった

ことなどを反省する必要かおる。その相互確認の上で改めて、両者の協力関係のありかた

やチェック＆バランスを図っていかねばならない。

まちづくりシステムは、行政主導型か住民主導型か、それとも両者のハイブリッド化に

よる第三セクター型（民間の採算性、競争原理の導入）か。あるいは消費生協など、共に

出資してつくる共同経営体である「ワーカーズ・コレクティブ」のような新しい型（5 ）

か。内実的には、政府・財界志向の“住民遊離”ど 住民優先”という二つの相矛盾した

方向性をはらんで進められていろといえるかもしれない（6 ）。しかしながら、従来の反

省に立てば、行政から住民へとウェ イトが転位しつつあることが判る。確かに、都市づく

り計画や事業の運営や意巴の決定過程に、行政や民間企業のほかに、各種住民団体や個人

ボランティアなどが多数参加するようになった。自主的に行動す引主民を前提に、行政当

局と対等の立場に立ち、発言するようになってきた。盛岡市の住民の代表機関ともいえる
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環境デザイン委員会、相模原市の計画策定手法、あるいは武蔵野市の在宅老人の世話をす

るボランティアなど、「住民の自由な意思による契約関係」が強くなっていろ。行政はも

はや共催、後援、参加といった「支援方式」へと、少しずつではあるが変わりつつある。

このような行政支援の内容とは、例示すれば、

①法制度的保障（環境、建物などの協定、憲章、条例づくりなど）

②情報提供（世界的、全国的、先進的な知識など）

③資金援助（補助金的発想ではなく、まちづくり資金、公益受託、先行投資、優先順位

の決定など）

④技術的援助

⑤リーダーの養成

などがある。そして、住民・行政・企業などの共同投資、共同経営というスタイルになり

つつある。行政もまた自治体（＝公共企業）経営、あるいは地域（＝都市）経営といった

観点から地域発展の戦略を考えていかねばならないということである。そのためには、「

企業活力」や「市民活力」だけでなくむしろ「行政活力」の推進によって、自治体もまた

あたかも“株式会社的”スタンスで、事業主体としての根本的組織変革が求められている

のである。

第∠1節　 まちづくりセンターの構想

まちづくりセンターは、いわばマトリックス型組織とネットワーク型組織とのミックス

によって編成されるオープンシステムとして捉えられる。それは、従来のような官僚機構、

中央集権的支配、階層構造、トップダウンなどではなく、①細分化（組織的には自己完結

型の自律的な部分から構成されている）、②分散化（メンバーの重複、リーダーの交替と

いった水平的なつながり）、③価値観の共有化（住民志向という思想的な結びつき）とい

った3 つの基本的原則が織<oなす組織体である（7)  。

このようなシステムは、換言すると、「平等で独立的自律的なメンバーからなる非階層

的システム」であり、「多頭型リーダーシップ」、また Γ同じ世界観と価値観をもった、

自律的で自己の実現を目指す多数の個人からなる自由な形態の自主的組織」である。さら

にいえば、「異質のインテリジェンスの新しい組み合わせによる複合体づくり」（8 ）で

あるともいえよう。まちづくりセンターは多様な人びとが参加し、異質な専門家たちが広
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く深く交流しあい、「新しい共生の地域づくり」を考案し実践する場なのである。いつで

も住民に開かれており、メンバーは自由参加型でゆるやかにリンクされ、メンバーの一人

ひとりがネットワークの中心であり、そして協働的である。自律しつつ相互依存しあう関

係である。入びとはお互いがお互いを必要としているのである。

「まちづくりセンター」あるいは「まちづくりハウス」は、あくまでも施設づくりでは

なく、新しいまちづくり運動の形態をとっている。例えば、公共企業体（株式会社設立）、

社団法人、公益法人、公社・公団、地域経営研究所、協同組合など。センターの法人化（

財団化）をめぐっては過渡期でもあり極めて曖昧である。しかしいずれは、ブロの専門家

集団として採算ベースにのせたネットワークビジネス主体となっていくてあろう（9) 。

そして、人、機関、施設、情報、資金などを組み合わたハイブリッドビジネスのネットワ

ークセンターとしての機能を発揮するようになるであろう。

行政は、そのセンターの活動を積極的・全面的にバックアップする。「募金一買取りー

保存」からさらに、まちの活性化をサポートすることが行政の最大目的である。センター

の役割はいろいろあるが、例えば、①コーディネーター（調整的機能）、②情報提供、③

イベント業務、④リーダー養成、⑤援助（相談、資金融資）、⑧啓発活動などである。こ

うして、まちづくりセンターは、人の集まる所、情報の交流する所、サービスを提供する

所だけでなく、“ひとともの”をつくり生み出す場でもあるのである。

従来のコミュニティ・センターが、「イベントホール」や「コミュニティ・サロン」と

しての住民の交流と活動の場づくり( 施設づくり、組織づくり、ひとづくり）を中心とし

ているのに対し、まちづくりセンターは、まちづくり、ものづくり、資金づくり、店づく

り、製品づくりなどを通して、「まち全体の地域振興」（「生活おこし」「仕事おこし」）を目

指している。地域生活全体を活性化するために、資源としての地域の「コミュニティ・ビ

ジネス」を起こしていこうという基本戦略である。そのために行政と住民とが提携し、コ

ミュニティ・ファクトリー、コミュニテ-Y  ・クラフト（工房）、コミュニティ・ショップ

など、所有・管理・運営を共同事業経営化する。公共施設と民間施設との同時複合化によ

る相乗効果をねらった連合方式なのである。

このように、まちづくりセンターは地元製品づくりに力を入れ、ユ二－クなブランド製

品を開発する。スローガンは一村一品、一集落一品、一店一品運動であり、「一地区一プ

ライド事業」(10 ）である。そして地元物産展を全国各地で開催する。有名デパート、イ

ベント会場、県人会あるいはダイレクトメールなどを通して、販売、p 削こ努める。まち
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づくり運動は単に生活の場だけでなく、地域経営的発想を取り入れた「生活十生産の場」

として機能する。それは次の高齢化社会をも射程に入れた雇用対策の一環としても位置づ

けられる。もちろんこのような考え方は、地域間、自治体問によって大きな格差がある。

とくに労働・消費に余裕のある都市型と職場・生産・人口に危機感をもつ農村型（過疎地）

とでは大きく違う。しかしマクロな視点で、全体としてひとつのまちをつくっていくこと

が個別商店や住民の発展につながる、という戦略においては変わりない。つまりハードお

よびソフト両面の事業主体として、CI 革新の大きな役割をまちづくりセンターが担って

いるのである。

まちづくりセンターの施設は、そのネットワーク的性格上、総合的複合施設の中に入る

場合が多い。そうすれば当然、施設管理も多角的複数主体によって事業経営されることに

なる。センターの構成メンバーは同時にリーダーでもあるが、特に質の問題が問われてい

る。ハイクォリティ時代を反映して、良質かつ優秀な人材を輩出するかどうかである。「こ

のまちで生きて、まちづくりが好きだ」と、夢とロマンに燃える人をもつことができるか

どうかである。従って、メンバーは自ずから地域社会のあらゆる職種から選出される。階

層や肩書は一切関係ない。大前提は、まったくの自発的、自主的、自由・平等な個人主義

原理に基づいて、本人の関心と熱意とによってのみ参加が認められる。例えば、個人参加

（サラリーマン、学生、ボランティア、主婦など）、専門家( 都市プランナー、ジャーナ

リスト、税理士、教員、デザイナーなど）、利益団体代表（商工会、経済団体、労働団体、

婦人団体など）、住民団体代表（町内会・自治会、サークル、スポーツ、PTA など）、

指名代表（民生委員、体育指導員、まちづくり推進員など）などの人びとによって構成さ

れる。

こうした多種多様なメンバーによって、「まちづくり推進連絡会議」や「合同市民委員

会j が開催され、自主運営さ れる。ここでは、職員、住民、専門家、企業代表などの人び

とが、サロン的雰囲気の中で気軽に意欲的に討議しあう。つまり誰でもが自由に集い、語

り、飲む、食ぺるというオーブンスペースである。ただし烏合の衆とならないためには、

本当にパワーをもったりーダーやキー・パーソン（「まちづくりの仕掛人」（11））が傑

出しなければならないことはいうまでもないことであろう。

さて、以上に見てきた通り、地域社会に開かれた地方自治体、すなわち開放型行政組織

へと変革していくためには、行政が住民に対してたえずオーブンであること、と同時に住-452-



民自身の行政への参加要求がつねに積極果敢であることが必要不可欠であった。さらに行

政の門戸開放をさせていくためには、職員と住民との両者の多大な尽力が必要であり、と

りわけ変革志向型の人材育成の大切さを痛感した。

かつてむらおこしとしてワインづくりに成功した岩手県大迫町町長は、次のように語っ

てくれた。「よいワインはよい原料づくりから生まれ、よい原料はよい土づくりから生ま

れ、さらによい土づくりはよい人材（農民や技術者たち）から生まれるものだ」と。まさ

に「ひとづくり」こそが、今後の自治体のターニングポイントを担うであろう。自治体内

外の人びとの“参加と知恵と行動”をいかに変化、成長、向上させていくことができるか、

まず何よりもひとづくりに成功してこそ、まちづくりや政策づくりや組織づくりなどにも

うまく連結、展開されていくのではなかろうか。

注

（1) このような「地域の自立とは何か」といえば、まず「地域の自我の確立」であり、

「自治責任の確立」である。そして「地域に適合した生活スタイル」であり、これら

を通して「ナショナリズムを超克していくこと、いいかえれば、ローカリズムを基盤

にしてコスモポリタニズムを確立」することではなかろうか（西尾勝「地域の自立と

は何かJ ffl村明・三木俊治編著『地域の自立をめざして』公人社、1988、p.42）。

（2 ）梅渾正「自治体C  I は本当に必要か」『晨』ぎょうせい、1988.10、p.20o

（3 ）まちづくり・むらおこしの事例については、川俣芳郎『変革時代のまちづくり・む

らおこし』ぎょうせい、1985、あるいは磯村英一監修・坂田期雄編著『新しい地域社

会づくり一雇用の場・まちの活力－』地方の時代／実践シリーズ5、ぎょうせい、1982、

などに詳しい。

（∠1）「生活産業融合都市」をめざす板橋区は、区の役割について次のように位置づけて

いる。「担い手（主役）は区民と企業者自身です。生活産業融合化の実現も、区民の

自主的、自立的な知恵と努力、そして企業家精神の発揮に負うところが大きいのです。

では、生活産業融合化に、区の果たすぺき役割とは何でしょうか。簡単にいえば、望

ましい方向を提示するとともに、それに向けての有効な協力の仕組みを創ることです。」

本区の新しい視点とは、“柔らかく関わり”、“内側の融合化を進め”、“新たな縁を結

び合うこど などの重要性を認識しているということであろう。(   『板橋区産業振興

ビジョンー21世紀の生活産業融合都市をめざしてー』板橋区、1988、p.21）。
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（5 ）塩原勉「現代日本における組織化の諸形態」組織科学2 ト4 、1988、p.28．

（6 ）矢沢澄子「大都市における都市政策形成の行政・住民関係一横浜市と川崎市を事例

としてー」地域社会学会編『行政と地域社会』時潮社、1985、p. 100、103．

（7 ）j.  リッブナック・J. スタンプス、前掲書、p.272．

（8 ）熊田禎宣「21世紀の都市づくりの戦略とイメージ」都市問題研究40-7 、1988、p. 160(9

）「地域産業おこし」の事業主体、事業内容、活用地元資源、販路、流通経路などに

ついては、沖野文太『町村は生き残れるか』（全国加除法令出版刊、1986、pp.177-81)

に詳しい。またとくに過疎地域市町村の実施状況については、「過疎対策の現況一後

期五箇年計画のスタートにあたってー」（1985年度過疎白書）などを参照されたい。(10

）森田三郎「まちづくりと文化一地域に生きるプライドの再生－」都市問題研究40-1

、1988、p.49．

（11）大森佃「自治体行政をめぐる変化と対応」佐藤竺編著『地方自治の変動と対応』学

陽書房、1980、p.119 ．
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第7 章　行政のブロフェツションとしての専門職制度の導入

はじめに

現代自治体は、新しい環境状況に適応できる新しい職員像を摸索している。このような

新しい行政組織における職員像として、行政ブロフェツションという地位・役割関係が期

待されつつある。行政プロフェツションとは、各部門での専門的職務遂行能力をもつスペ

シャリストであると同時に、全庁的・地域的立場から言動できる組織的管理能力をもつゼ

ネラリストという、両面性を兼備した有能な人材のことである。彼らは学歴より資格、資

格より実力と実績、さらには職業倫理や価値志向といった新しい資質や能力の獲得が求め

られている。そこで、さまざまな資格を取得して、日常的職務活動に生かしているブロフ

ェツションをめぐる専門職制度導入の現状と課題について、実践的・実証的視点から考察

していく。

第1 節　新しい職員像の探求

ある特定の地域社会において、そこに住むさまざまな人間のストックを新しく組み立て、

より豊かな住みやすい、魅力と活力に満ちたまちづくりシステムへと連結していくために

は、どのような施設や組織が必要であろうか。この新しい仕組みづくりを集約していえば、

いわゆる「住民」と「行政」と「企業」（専門家）とを結ぶ三者間のトライアングルの中

で、多様にかつ具体的に検討、試行されつつあるといえよう。これら三者間の関係構図の

ありかたを提示すると、［図3 －1  1 ］「まちづくりシステムの構図」のようなモデルが

描かれる。

(図3-11]まちづ くりシ ステムの構図
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企業においては従来より、ヒト・カネ・モノ' 技術・情報・時間などのあらゆる組織資

源を有効活用するために、最高最大の努力を傾注してきた。行政においてもやはり、その

本来の目的よりして地域資源の有効活用のための「まちづくり型自治体」を志向していた

ことは確かであろう。そして「オーブンシ ステムとして地域社会に開かれた行政組織」と

いう今日的課題は、一般住民の中から有能な人材活用をいかに図っていくべきかという時

代的要請でもあった。「民間（人）活力の導入」というスローガンは、単に大手民間企業

ばかりに目が向けられているのではなく、住民もまたその範暗に含まれ、いわゆる外部か

らの人材登用を徐々に可能にすることである。住民参加論がますます活発化するにつれて、

次に行政自身の自己（内部）変革を否応なく問われ、“民活”（企業活力と市民活力）に

対応しだ 官活”の必要性が切実にな つヽてきたのである。

こうした三者間の相互連環的作用により、より綿密なネットワーク型組織化の必然性が

出てきた。それぞ れの代表的団体や職務の専門家たちが参集して、まちづくりの新しいシ

ステムづくりを探求するようになってきたのである。施設的にいえば、例えば、まちづく

りセンター（奈良市）、まちづくりハウス（世田谷区）、コミュニティ・デザイン・セン

ターなどであり、組織的にいえば、まちづくり委員会（足立区）、まちづくり専門員（中

野区）、まちの相談員（神戸市）、まちづくり会議、まちづくり交流会議、あるいはまち

づくり懇談会などである。

このような新しいまちづくり運動の担い手として注目すぺきは、何よりも地元住民の積

極的関与という視点であろう。まちづくりを考える人とは、いわゆる“他者”としての企

業家やコンサルタントなどに全面委任してつくってもらうものではなく、そこに住みかつ

利用する人々こそ主体者として発言すべきだということに気付いた人（の増大）というこ

とである。「自分たちのまちは自分たちでつくる」という基本原則にこだわり始めた人々

の出現である。彼らこそ実はシロウトとしての生活者たちであった。そのアマチュア住民

が“みんなの手づくり”で町を創造していくことの楽しみや面白さを知り始めたのである。

こうして、住民総参加や地元主導型という趨勢の中から、さらに有能な人材（キーパー

ソンヽリーダー、仕掛け人たち）が輩出されることになった。とりわけ住民個々のプロフ

ェッションたち（弁護士、税理士、宗教家、教師、建築家、科学者など）が、既存の町内

会・自治会や利益団体の枠組を超えて横断的に参加し始めた。従来の団体代表のルートを

媒介せず、ひとりの住民としてプロフェッショナルな知識や技能や体験や価値志向をもっ

てヽ ストレートに行政の意思決定過程に参画し始めたのである。遠野市では、地域住宅計

て56-



画策定にあたって、ホープ計画協会という建築士会、町の左官、大工、商店街などで組織

する民間団体に委託して、非常に個性的なまちづくりに成功したという事例がある。これ

はつまり、地元住民のブロ有志による有効な人材活用の成果ということであった。

こうした住民の中のブロ参加に対して、行政側でも自ずからブロとしての対応をせざ る

をえない。つまり職員レベルのハイクォリティ化か問われる。まさに行政主体として職員

自身の、こうした新しい変化への対応力が問われてきた。交渉能力、企画能力、問題解決

能力などの職務の実質性をめぐって、現実的適応能力が求められてきた。換言すると、ま

ちづくりのプロ、あるいは行政のプロとしての新しい職員像が希求されてきたということ

である。

ここで大きく発想転換すべきは、折衝相手はシロウトの住民ばかりでなく、職員以上に

より高度な英知や才能をもった強力なプロが含まれているということである。行政職員は

こうした人間の環境変化に対して、まず何よりも自己自身の組織開発や能力開発が切実に

求められているということに気づかねばならない。

第2 節　資格取得の時代

1985年の行政改革以来、定員管理政策は減量経営主義として職員数の抑制や削減を各自

治体に強要してきた。これが上級官庁からの至上命令であれ、あるいは時代的要請であれ、

自治体にとっては避けえない自己改革の契機となった。この職員減に対応する施策として

は、次の2 つの方法が考えられた。（1）機械化導入による省力化、（2）職員の能力開発、

といった選択肢である。(1）は科学技術の発達やME 革命といったコンピュータ時代の波

に乗り、OA 化を次々に促進していくことである。この結果、当然のことながら職員の職

務内容は大きく再編成され、ますます専門分化の傾向が強くなってきた。さらに(2 ）は残

された職員の少数精鋭化という美名の下に、多能化、スタッフ化という意識啓発や育成訓

練を積極的に推進していくことである。ここではとくに後者の“ヒド の問題に限定して

考察を進める。

職員個々の能力開発の必要性は、直接的には中央政府からの指示通達であったが、間接

的には自治体自身の内在的問題でもあった。それはとりわけ職員構成の人事管理上、団塊

世代の処遇をどうするかという課題に直面していたからである。一例として、横浜市にお

ける職員年齢構成（1987年）をみると、［図3 －12 ］のように釣鐘型になっている。一-457-



般行政職は35～40歳までが全体の26.6％を占め、平均年齢は31.1歳と上昇し、逆に管理職

比率は22.5％と低下し、管理職員の在級平均年数も5.8 年と長期在級化の傾向が表われて

いる。
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（図2- エ 年鵬 梁 員 構成（水道局 ・交通局 を除く）

このような中高年 齢化問題とポ ストの相対的不足 という現象は、 おそら くどこの自治体

においても緊 迫した重要課題となって いるであろう。管理 職数 の限'it-    （ポ ストレ ス）、人件

費の抑制（ラ スパ イレ ス指数による勧 告）、退職金の削減といった 公務員受 難の時代”

にあって、なおモラール（士気、気概 、勤労意欲） の向上をどう図っていくのかという課

題に対応しなけ ればならない。新規採 用職員なしで あっても住民ニ ーズは急増 の一途であ

り、その分労 働過重は避けられそうにない。“わたり制度”に よって、ポストはそのまま

で給与面だけ が引き上げられたが、そ れにも限界がある。超過勤務手当 ・特別勤務手当に

も制約があ る。 また給料の上昇と能力の向上とは必ずしも 結びつ かな い。しかも職員の高

学歴化・高年齢化・高質化の進行、 あるいはラ イフス タイルの変 化な どにつ れて、“労働

の意味”も また変容してきた。“自分の人生”の中で “仕事の意味”を問 い、 かつ自分の

したいことを思いの ままにやれるような職業や自己実現の職場社会を希求するようになっ

た。“自分なりの学歴と能力 を適性 とに見合った職業 環境づ くり” を目指すようになって

きたのである。それは高度経済成長期 に青春時代を過ごし た団塊世 代の職業 観の申し子で

あったともいえよう。つまりそ れは、豊かな恵 まれた世代の精神的 余裕としての 「誰のた

めのヽ 何のための人生であるか」という問 い掛けと、仕事との関わりにつ いて厳し く詰郎

するという姿勢を体験し か世代の宿命でも あった。

もちろ ん、現実には団塊世代のサバ イバル戦争 という 厳然たる事実もあった。昇進昇格
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のためにはライバルよりもより優れた キャリア”を常に実証していかねばならない。自

分がどんな得意分野でどれだけいい仕事をしてきたのか、絶えずアピールし続けねばなら

ない。良かれ悪しかれ、それが彼らの保身術としての宿命だったのだ。その切実な二－ズ

にキャリア証明としての資格ブームがマッチしていた。資格取得によってm 織内（企業内）

昇進ばかりでなく、転職し開業・独立していく方途も切り開かれる。いわば資格取得は彼

らにとって生き残りという目標達成の手段でもあったのである。

資格取得の動機についてまとめてみよう。

①個人的二－ズからー これは、あくまでも個人的動機や意欲や関心から、自己自身の潜

在的能力開発に積極的に取り組み、獲得した才能発揮の産物である。例えば、英語検定、

商業検定、行政書士、漢字能力検定など。

②組織的二－ズからー これは、職務遂行上あるいは上司の指示命令により、多能化の一

環として資格取得に取組んだ結果である。例えば、建築士、測量士補、中小企業診断士、

電気工事士、公害防止管理者、情報処理技術者など。

③地域社会の二－ズからー これは、組織や職場を越え、住民の立場からの必要性に迫ら

れて一念奮起し、資格取得した結果である。例えば、土地高騰から不動産鑑定士や宅地建

物取引主任者、土地家屋調査士など。

こうした動機の分類化が、現実には極めて複雑な意味合いや錯綜した背景があって、一

概にはいえないこともまた事実である。ともあれ、こうして少しずつではあるが、さまざ

まな資格を取得する職員が増え始めた。かつてゼネラリスト型の公務員像が一般モデルで

あったが、最近ではスペシャリスト型が一段と目立ってきたのである。

大阪府においては、資格取得者を語学、手話、点字の3 点に限定して実態調査したとこ

ろ（1988年）、有能な人材がかなり存在することが分かったという。語学のうち、普段の

日常会話に支障のない上級者と只今勉強中という初級者の人数を調べると、英語か79名中19

名、中国語は12名中3 名、仏語は∠1名中2 名、ド イツ語は1 名が上級者であり、その他、

インドネシア語（5 名）、イタリア語（1 名）、ロシア語(1 名）、なども勉強中の者が

いた。さらに手話は5 名中2 名、点字は6 名中1 名が上級者であった。こうした人材はい

わば独力で人知れず自己の能力を開発、訓練してきた人びとであった。府庁ではようやく

知事提言により、これらの能力者を生かすべく、人材活性化政策として資格取得者の「登

録制度」を発足、確立した。

多くの自治体において、手話通訳の専任非常勤職員を設置しているところもある（吹田
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市など）が、このような人材活用はまだまだ不充分、不活発である。むしろ、あまり積極

的には奨励していない自治体が多い。しかし時代的趨勢としてみれば、行政職に新しい職

種が次々に創設されており、資格取得時代の新しい専門職制度が否応なく導入されつつあ

る。

第3 節 行政職における新しい職種

国家資格試験の取得者あるいはこれに準ずる能力の保有者が、いわゆるスペシャリスト

（専門職）の資格要件の一つであると概念規定できる。

東京都の専門職制度をみると、専門職とは大きく、①医療専門職と②研究専門職とに分

けられている。医療専門職とは医療制度における医師、看護婦、X 線技師、栄養士、マッ

サージ師、OT （作業療法士）、PT （理学療法士）などであり、研究専門職とは大学や

研究所などのハイレベルの研究者を意味している。しかしながら、同じ国家試験に合格し

た弁護士の場合には、特別選考職として管理職扱いになり、管理職手当てが支払われてい

る。ここでひとつの不公平、不合理性が生じている。つまり、同じ専門職であれば弁護士

だけに手当てが支給されるのはアンフェアであり、他の税理士や公認会計士など国家資格

試験合格者との間にうまく整合的説明がつかない。処遇として手当てを支給するのであれ

ば、他の資格取得者にも同様に支払わらねばならないであろう。司法試験だけが特別に困

難であるという理由づけには無理がある。こうした問題点が指摘されるようになり、有資

格者をきちんと処遇する制度を早急に確立すべきであるという声が高まってきた。

また税務能力の高い主税局職員 約6,000 名）の中から、次々に税理士や公認会計士な

どが誕生している。さらには不動産鑑定士や一級建築士なども多数存在する。しかしなが

ら、これらの有資格者には何らの手当ても一切支払われていないのが現状である。

さらに、新しい職種として、情報処理関係の部門に新しいスペシャリストが採用されつ

つある。 OA 化やコンピュータの導入に伴うエンジニア、プログラマー、システム・エン

ジニア（SE ）、オペレーションズ・リサーチャー(OR) 、インストラクター、キーパ

ンチャーなど、まさに情報化時代における花形職種の登場である。これからの仕事内容は、

問題の選択・決定、計画・設計、予測・評価など計数的作業が多くなり、コンピュータや

パソコンを充分に駆使できる能力が求められる。しかもシステム開発、プログラム開発な

どは最も柔軟な思考力や創造力を必要とし、若い頭脳や世代でなければならない（35歳位-460"



で寿命ともいわれている）。そのための高度な教育訓練も受けさせなければならない。給

与も高く、だいたい80～100 万円ともいわれている。

当然のことながらヽ電算課職員の能力アップを図っていかねば、外注や委託だけでは合

理的・科学的・客観的判断ができず、会社側の言いなりならざるをえない場面も生ずるで

あろう。ある自治体では、予算の収支決算の権限を掌握したSE が助役クラスの影響力を

行使していたともいわれている。従って、ますます熟練したコンピュ―タ・スペシャリス

ト職員の育成が急務になってきた。

電算課との関連で、統計処理部門も同様である。これは統計数理研究所などへの派遣に

より、職員研修の充実が図られている。この対象にはもちろん技術員も入っている。

また年金制度関係も高度の知識や体験を必要としている。これは制度そのものが極めて

複雑な上に、障害者の等級認定など非常に難しい。さらには年金額の算定も極めて難題で

ある。

建設部門においても、院卒を採用したり、卒後研修として全国建設センターや建築科の

大学や専門学校などへ派rn.している。住宅整備公団へ派遣することもあるという（1年間）。

建築士の資格試験に合格する者もかなり続出している。

さらには地場産業などの地域特性に合わせて、中小企業診断士の資格取得を行政側か推

奨するところもある（墨田区）。中小企業大学校への派遣も急増している（多摩市、金沢

市、盛岡市など）。

都市計画部門では、アーバンデザイン室をもつ横浜市などが代表例であろう。アーバン

デザイナーという職種が十分に通用している。彼らはまちづくりのプロであるという自負

心に満ちて仕事に従事している。

このように、税務、法務、惰報処理（電算課）、統計処理、年金制度、建設、都市計画

などの部門においてとりわけ、新しいスペシャリストを必要とし採用しつつある。さらに

配属された職員が職務遂行上の二－ズから、自発的、意欲的に資格取得に取り組むケース

もある。中には、社会保険労務士、行政書士、宅建主任など3 つの資格を取得したモーレ

ツ職員もいる（中野区）。その他にも自助努力によるさまざまな資格取得者が急増してい

るのである。

動機においては確かに個人レベルからであれ、徐々に一般化・制度化・公式化されつつ

あり、費用も公費負担化しつつある。通信教育の場合でも、当局が授業料を全額負担した

り、終了と同時に半額負担するところもある。かくして自治体職員の中に、税理士、公認
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会計士、英検一級、一級建築士、行政書士、プログラマーなどとい つヽたスペシャリストか

誕生しつつある。しかし、こうした資格取得者に対し、現段階では管理職に対応するよう

な専門職制度は確立されていない、処遇も一切行われていない。努力に対する報酬も何も

ないのが現状である。

こうした新しい動向を踏まえて、国レベルでも東京都でも、あるいは他の先進自治体に

おいても、1988年度ぐらいから専門職制度の検討と見直しに入り始めた。

第4 節　行政のブロフェツションをめぐる問題点

主要な問題点としては、（1）スペシャリストの存在と役割の必要性、（2）その位置づけ

（地位関係）の明確化、あるいは（3）その処遇、などをめぐる議論が生じている。この3

点に限定して論考していこう。

まず、（1）自治体においてスペシャリストは果たして必要であるかどうかという存在と

役割をめぐる問題である。

東京都の場合、従来、人事異動は生涯局内移動だけであった。それゆえ、ベテランやエ

キスパートの域を越えて専門的技能が向上し、勉強すれば税理士などの資格も比較的簡単

にとりやすかった。もともとスペシャリストが生まれやすい職場環境にあった。都府県は

下位の市町村を指導すべき立場にあり、専門知識を要請される側にあったことが資格取得

と結びつきやすい原因であったろう。しかし都では1985年に人事制度を改正し、できるだ

だけ局間（30局）異動をし広い視野を体験させるようにした。大卒採用後5 年間で主任職

になれるが、この主任級からどんどん他局にまわし、6 年に1 回の異動であちこちをまわ

り、ゼネラリストとして育成する。そして係長クラスからはスペシャリストとして専門的

能力を要請していく方針であるという。ここでは明らかに①「ゼネラリストからスペシャ

リストへ」のコースが想定されている。

これに対し、区や自治体ではもともとスペシャリストを要請する体制にはなっていない

と、一様に指摘する。3 ～5 年で人事異動するので、専門職は定着しにくい。通常は3 年

間で異動し、10年だつと強制異動の対象になるという（横浜市など）。従って、特殊才能

は要らず、“何でも屋の事務屋さん”（ゼネラリスト、オールラウンドブレイヤー）であ

ればよいという考え方が一般的であった。「自治体職員はゼネラリストをめざすべきだ」

と公言する職員もいる。極度に専門的な仕事は民間委託すればよいと答える。これはまさ-462-



に②「ゼネラリストからゼネラリストへ」のコースである。

さてそれでは、本当に職員にとってスベシャリティ（専門性）は必要ないのであろうか。

不必要という大きな理由は、組織全体の人事ローテーションに支障をきたすからと説明さ

れる。その他、汚職防止、マンネリズムによるモラール停滞なども挙げられる。しかし逆

に全部門へのローテーションという考え方は、職員自身の個性発揮や意識啓発を阻害し、

自己実現の能力や適性を著しく無視、制約してはいないだろうか。もちろん、人間の多能

性は当然認められよう。しかしこれはあくまでも本人の自己申告に基づく選択や可能性の

幅内であろう。高度に専門化された部門ではより高度な知識や技術を必要とし、その獲得

と適応過程だけでも大変である。本当にマスターするためには3 年間という短期間では到

底無理であろう。どうしても浅く広く軽薄な知識のままで、次部門へと異動していくこと

になる。しかも若き日のフレキシブルでソフトな時間は翻弄されて帰らない。

［図3 －1  3 ］のピラミッド構造は、スペシャリストがより多くの部門をローテーショ

ンしつつ、昇進しながら、自己の適性能力にあった部門を見つけること、逆ピラミッドは

昇進するにつれて、ゼネラリストとしての能力がますます向上すること、などを示唆して

いる。優れたゼネラリストとは、①組織の目標、②部課の目標、③個人の目標などを明確

に知っている人、かつ専門能力と管理能力とがあってその上で自分の組織全体がどうある

べきかを十分に把握している人である。このような③「スペシャリストからゼネラリスト

へ」のターニングポイントがいわゆる中間管理職級であり、専門職から管理職への役割転

換期にあたる。

－一一一一一一一一フゼ ネ ラ リ スト

ス ペ シ ャリ スト

（ 図i-13jス″シャリストからゼネラリスト ｀

さまざ まな可能性やチャンスをあらゆる場面で職員に与えることが必要であり、とりわ

け若い世代においては不可欠である。とくに下位職においては、より多くの部門へのロー

テーションが全庁的視野を体験させる上からも積極的に推進されるべきであろう。問題は、

そうしたローテーションの中から本人の特技や適正能力に最も合致した部門を早く見つけ
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出させ、これに関連した複数部門を中心的に異動させるようなシステムをつくることであ

る。そしてこの間に専門的資格なども取得させる。

職員が得意分野とするスペシャリティをもつことは大切なことである。とりわけこれか

らの人事異動は、下位職から管理職へと上昇するに従って、「スペシャリストからゼネラ

リストへ」のコースを辿りつつ、「実力主義・能力主義（資格取得）十自己申告制度」と

をミックスしたジョブ・ローテーションのありかたなどを考慮していかねぱならないであ

ろう。

行政ブロフェッションとは、こうしたスペシャリストとゼネラリストとのハイレベルで

の統合的能力者のことを意味する［図3 －1 ∠1参照］。スペシャリストとは、各部門での

専門的能力（課内職務遂行力）の深みをもっていること、ゼネラリストとは組織的（全庁

的・全市的）立場から環境変化に適応できる広さをもっていることであり、なおかつこの2

点を備えた人材をいわゆるブロフェッションということができる。ブロフェッションと

は「複合的な専門職業人」（複合的発想のできる人）である。従来のイメージでいう“こ

の道一筋式の単一専門職”、つまり“より深くよ引 央い式”のスペシャリストではない。

これは④「スペシャリストからスペシャリストへ」の異動といえよう。それだけではこの

多様化・細分化の時代にあって、もはや通用しない。これからの組織社会で生きるために

は、ただのスペシャリスト、ただのゼネラリストではなく、それにブラスアルファのプロ

フェッションでなければならない。しかもそれは国家資格試験合格者という付加価値を備

えたものでなければならないのである。

ス ペ シ ャ リ ス ト

能
力

レ
ベ
ル

行政プロ フェV ション

部門数

ぐ図丿一削 行政プ ロフ ェッショ ン

ゼ ネラリスト

ここにいうプロフェッショナル能力とは、「学歴より資格、資格より実力」を問われて

いる。実力とは、一般的にいう“テクニカル・スキル”としての仕事能力（交渉力・調整

力）や専門能力のみならず、あわせて管理能力（部下の指導・育成・動機づけ能力）ヽ対

人関係処理能力、リーダーシップ能力（先見性や状況判断力や実行力）などの“ピューマ
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ン ゛スキル”も同等に要求されている。またそれ以上に専門職業人としての職業倫理や価

値志向、あるいぱ 魂や精神や哲学をもった人”（人格的・人間的魅力）であることも求

められているといえよう。

現代におけるプロフェツションの仕事は、自分一人だけで最初から最後までやってしま

うということは殆どなく、チームプレーやグループでの共同制作作業が多く、従ってコミ

ュニケーション能力や組織管理運営能力などのマルチタレント性が求められている。従来

のいわゆる専門的特殊技能に加えて、「部下を通じて仕事をする」という管理的能力の熟

練を併せて獲得していかねばならない。

（2）次に、専門職員か、パート（臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員およ

びこれらの者に準ずる者の職）（地方公務員法第3 条）か、という位置づけをめぐる問題

かおる。これは外部スペシャリストをいかに有効活用していくかという問題である。住民

の中から特殊な専門的能力をもつ人材を活用しようとしても、現在の地方公務員法におい

ては規定上1 年間しか採用できない。とりわけ同法第3 条と第22条が問題である。条文で

は、「①臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附の

ものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行

したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の

期間を一年に至るまで延長することができる。」（第22条）とある。この規定によると、

任用期間は半年から1 年しか契約できず、期間が短い上に身分保証もない。これでは自治

体と民間との人事交流も掛け声だけに終わりやすい。府県と市町村間の交流や派遣研修も

活発化しにくい。ましてや数年間にわたる長期プロジェクトの参加などには任用されにく

い。大阪府民情報室において、行政の文化化のためのデザイナー3 名を採用しているが、

これもやはり1 年間という短期間に過ぎない。この点では、各種委員、嘱託員、非常勤な

どのもっとフレキシブルな採用形態があってもよいのではなかろうか。

定年後の退職者の扱いに関しても、職員がまだ仕事を続けたい（社会参加や生活保障の

意味を込めて）といっても、規定では3 ～4 日勤務で最長3 年間しか継続できないという。

行政のブロの境地に達した職員を一律に排除してしまうのも、人材の大きな損失である。

法制度上は年限があっても、人間の興味関心や仕事意欲は無限であり、むしろこれから本

当に円熟した技能を十二分に発揮してもらう機会がもっと与えられるべきである。こうし

たリタイアーした人材こそ、まちづくり相談員（後述）として適任者なのではないだろう

か。高齢者をもっと有効に生かす方途を自治体自身が率先垂範して考え出すべきである。

緋65-



（3）一番重要な問題が、スペシャリストの処遇をどうするかということである。先述し

たように資格取得に際しては、当局からのサポート体制は原則としてなく、全く個人レベ

ルで行われていた。勉強会、庁内外研修、時間的・金銭的保障など、何も制度化されてい

ない。よしんば資格取得しても、商人、昇給、任用、異動、手当など、‘ 職制上において何

ら影響しないことになっている。専門職手当や管理職手当がつくわけでもなく、内的報酬

の満足感だけである。

このように行政サイドの受け入れ体制が未確立であることに加えて、組合の姿勢もおそ

らく絶対反対であろうと思われる。なぜなら、それは「一律平等主義の原則」に反すると

いう理由からである。

しかしながら今日的課題は、常勤職員の減少に対応して少数精鋭化すなわち「多能化の

能力開発」が求められ、職員個々人のやる気をいかに引き出していくかということである。

その職員活性化の具体的手法として、自己申告制度、提案制度、自主研究グループ、研修

参加、あるいは資格取得などが盛んに推奨されてきている。

そこで、各種専門研修制度の中からとくに新しい方法を神戸市の事例から引用しておこ

う。

国内留学については、通学可能な範囲で、派遣受け入れの許可を得た大学または大学院

に、半年から1 年間登校できる。派遣に必要な検定料、入学料および授業料は職員研修所

で負担し、研修費や交通費も支給さ れる。さらに、「公共・民間部門の政策・計画問題を

科学的に処理する高度の専門家を養成する」という目的で、筑波大学や埼玉大学の大学院

に毎年1 名ずつ2 年間、長期国内留学で派遣される。経費は大学院の受験に必要な経費お

よび入学金、授業料、教科書代、研究費等をすべて支給するという。さらに長期海外留学

派遣として、アメリカの経営大学院（ビジネス・スクール）に、毎年2 名以内を公費負担

で2 年間派遣している。あるいは「自己啓発の援助」として、コンピューター文化学院が

開催する本科プログラミングコースとビジネスコースに自主的に参加を希望する職員に対

し、受講料の2 分の1 の金額を援助する。さらに勤務時間外に自主的に英語を学ぼうとす

る職員に対し、入学金と授業料の合計額の2 分の1 の金額を、10万円を限度として援助し

ているという。

神戸市職員の政策形成能力がなぜ高いのか、なぜ他の自治体の追随を許さず、こぞって

「神戸クラスまで高めたい」と、多くの自治体から羨望の眼差しで眺められるのかの理E白

がヽこれらの研修体制のありかたからも窺えよう。つまり職員の能力開発、資質向上、人
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材育成への先行投資のために、これだけの予算と時間とエネルギーとが掛けられているの

である。

このような専門研修は、一応誰にでも自由・平等・オーブンに開かれ参加可能である。

しかし誰にでもはできない。職員自身の能力と適性と意欲とに依拠するところが大きいか

らである。この結果、おそらく職員間の格差はますます拡大していくことになるであろう。

行政当局としてはこうした新しい変化（差異化）にいかに対応するかが問われてくる。現

実的には、次のような問題解決の方法が検討されるべきである。

①「メリットシステム」の考え方を早く導入し、業績に応じた昇任・昇給制度を実現する

こと。

②管理職手当に対応する専門職手当の制度化を図ること（新しい給与体系の確立）。

③有資格者が管理職試験にどんどん合格していき、スペシ やリティをもったゼネラル・コ

ンダクターが増えること。

④スペシャリストの民間あるいは自治体問の相互異動や交流をできるかぎり可能にするこ

と（まちづくりやイベントおこしなどのプロとして）。

かくして新しい自治体職員像は、理念としていえば、全員が「少数精鋭化から有資格ス

ペシャリストへ、さらにスベシャリティをもったライン管理職へ」と発展するにつれ、い

わば「オール専門職化」という考え方ができるようになる。オール専門職化とは、職員は

すべて行政のブロであり、まちづくりのブロでなければならないという理想モデルである。

少なくともこれからの職員は、そうしたプロフェッショナリズムを期待されているという

ことである。それがパートタイムやアルバイトではなく、公務員として常用雇用されてい

ることの本来の意味でなければならない。

第5 節　まちづくりの専門家と組織づくり

さて、「まちづくりシステム」とは要するに、住民と行政と企業とを結ぶまちづくりスペ

シャリストを中心にした 専門委員会方式”のことである。これまでの叙述でも判るよう

に、行政職員のスペシャリスト志向性は極めて高く、高度な専門的知識や技術を修得した

有資格者がかなり増えつつあった。これらの職員は部門を越えて（脱セクショナリズム）、

地域環境変化への適応力にも優れ、問題解決への意欲にも溢れている。こうした専門家に

よるまちづくり組織があちこちで試行されている。いくつかの実践事例を列挙してみよう。
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神戸市企画課では、「まちの相談員」として建築デザイン相談員制度を発足させ(1987

年）、コンサルタントとしての派遣事業を実施している。まちづくりに取り組んでいる住

民がその建築士に相談するという仕組みである。しかし職員としては3 ～∠1年で異動対象

となり、いわゆるブロ化しないようにしているという。市には各種審議会が150 以上テー

マ別に編成されており、この中に都市計画審議会として「まちづくり協議会」が設置され、

まち並をよくする会などが入っている。こうした協議会への住民参加ルートは既によく活

用されているという。

足立区においては、「まちづくり委員会」として庁内横断的に委員を公募し、C  I 推進

本部に組織イメージ開発委員会と地域のイメージ向上委員会とを設けている。この後者の

中に、区内で彫刻家を募集し、彫刻のまち委員会などを発足させている。さらにまちづく

りの一環として、住民、職員、議員、学者らによる自治体大学を開催し、共同の場づくり

に役立てている。C  1プランナー、あるいはアーバンデザイナー（非常勤職員として個別

雇用契約）の方にお願いしているという（電通、博報堂、ODS など）。

中野区においては、都市計画室に「まちづくり相談員」として非常勤職員（都市工学専

攻の院生2 名）を置いている。1985年に発足し、3 年間はまちづくり情報収集を主とし、

まちづくりのコンサルタント役であった。やがて東京都から権限委譲さ れ、現況調査をし

て計画立案するなどの推進アドバイス役を担っている。本区には、区民が自主的にまちづ

くりを考える「まちづくりコンサルタント」も設置されている。これは、一級建築士、不

動産鑑定士、技術士、税理士といった国家資格者17名を登録制（1 年間）にし、人材バン

クとして有効活用しようというねらいである。

こうして、まちづくりの専門家は、従来のコンサルタントやプランナーやカウンセラー

の他に、次々に新しい職種が誕生・活躍していろ。例えば、アーバンデザイナー（横浜市）、C

 Iプランナー（CI 専門委員）（足立区）、サウンド（ランド）スケーププランナー（

まちづくりの環境音楽、橋の上を歩くとき音を出すように仕掛けたり、アメニティや五感

を動員したまちづくりをめざす。またまちの香りや音にこだわったりする。）（港区）な

ど。あるいはカラリストは地域のカラーや建物などの色彩感覚からまちづくりに発言し関

与している（鎌倉市、藤沢市など）。

また大阪府においては、職員の主体的な参加意思に基づいて提供された能力特性や意欲

に関する情報を積極的に活用し、職員の参加意欲を高める制度として「能力登録システム」

を整備しようとしている。先述した語学、点字、手話などの特技情報は職員の自己申告に
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より提供されたものである。この他にも、各種の免許資格、専門能力資格などの情報も収

集、登録していく予定であるという。今後の改善課題としては、人材募集制度、管理職の

自己申告制度、自主学習システムの実施なども活用していきたいという。参考までに「能

力登録システム」の図解を引用しておこう（[ 図3 －15 ］参照）。

このようにまちづくりという中心的統一目標に向けて、まちづくりの専門家たちがそれ

ぞれの立場から関与しているが、実際には住民と行政、行政と企業などの偏りがあって必

ずしも共通の土俵には上がっていない。まちづくりシステムとしてのモデルもまだ試行錯

誤の段階である。全地域横断的なまちづくり専門家を活用する組織体制は確立されていな

い。しかしそれゆえにこそ、これからのまちづくり運動の流れの中で、新しいスタイルを

創出していける可能性が開かれているのである（これが第8 章の課題となる）。

( ねらい） 職s の目己申告による個人情報のCSS とs 禎及びその活用

(主な内容) 能力特性の目己申告

↓
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資料:組織活性化プロジェクトチーム報告占、昭和63年9 月P35 より。
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第8 章　まちづくりシステムと行政のブロフェツション

はじめに

現代行政は、内外環境からのより高度な専門的行政化への要請を受け、「まちづくり型

政策集団」「まちづくり型専門職集団」あるいは「政策官庁としての自治体」（1) とい

った役割期待が求められつつあるというのが、第1 部導入の問題提起であった。一方、そ

の担い手である職員も「まちづくり型公務員」としてのスベシャリティをもつ能力開発が

求められているというのが、第m 部前章までの主旨であった。そして、その新しい人材と

しての職員像がここにいう「まちづくりのソフトなブロフェッション」という概念である。

彼らは政策マンとしての政策形成能力を高め、政策研究の成果を政策立案につなげていく

役割を期待されている。職場内の職務執行のみならず、自治体全体・地域社会総体の経営

管理といった発想や責任が問われつつある。単なる部課の管理職から本来の意味での「行

政の専門職」へと人材育成が図られている。とりわけ有能にして意欲的な職員は自主的政

策研究グループなどを編成し、積極的に地域活動に参加し、新しい問題を掘り起こして、

そこから切実な行政課題として政策提言するというケースが増えている。

そこで、こうした人材活性化策として、スペシャリスト（有資格者）の有効活用化を図

っていこうという気運が生じている。それが「ハードなビューロクラートからソフトなブ

ロフェッションヘ」というイメージ・テエンジである。まちづくりのブロフェッションと

は、公務員や官僚（吏員）としてよりもむしろ、その地域社会に住む住民・市民・生活者

として、また個人として地域参加し、住民との協働作業を通して問題点や解決法を見出し。

「交渉主体」として発言、行動するようになってきたということである。しかし現実には、

ゼネラリスト志向の強い行政組織社会にあって、スペシャリストの導入は極めて多くの問

題を抱えている。本章では、行政組織がこのようなスペシャリストやプロフェッションを

どのように制度化しつつあるのか、そのバックアップ体制としてのサポート・システムの

おりようについて考察してみようとするものである。

第1 節　職員の自主的政策研究の背後にあるもの

自治 体職員 の自主的政策グループ が発生し、増大してきた背 景につ いて、ここでは、そ

べ70-



の要因を次の3 点から説明したい。第（1）点は現代自治体に期待されていろものの変容、

第（2 ）点は外部環境からの行政ニーズの変容、第（3）点は内部環境のとりわけ職員意識の

変容、という視点からである。

（1）現代自治体に求められているもの、新しい自治体への役割期待が大きく変化しつつ

あった。つまり住民と行政との対応関係において、行政はもちろん住民が要望する公共サ

ービスを提供しなけれぱならないが、問題はその中身の変容にある。商人はモノを、技術

屋は技術を、公務員は政策的技能や体験を売らなければならなくなった。現代自治体のセ

ールスポイント（企業でいら売るべき商品）はまさに“政策立案”や“施策内容”のおり

ように転移してきている。政策とは、単なる実態把握や現状分析だけでなく、「ではどう

すべきか、どうやって解決していくか」という問題解決に向けて、一歩踏み込んで考えて

いくことである。住民ニーズに対する行政サービスの具体的な即断即決が求められるよう

になった。その典型が“魅力あるまちづくり”“ぜひ住んでみたい生活文化都市づくり”

などのまちづくり政策である。自治体のサバイバルとはこのような創造的・個性的な政策

づくりの競争の時代ということを意味になる。

従って、これからの新しい自治体像を想定すれば、前述したように「まちづくり型政策

集団」と規定できよう。ここにいう政策集団とは、「優れた政策策定づくり能力をもつ職

員による専門職集団」という意味である。それゆえ、新しい自治体（職員）にはその地域

社会のシンクタンクとしてのデザイナー、ブロデュサー、プランナー、アナリスト、コー

ディネーター、企画マン、営業マンなどの新しい役割期待が求められつつあるのである。(2)

次に、外部環境の変化が大きな要因としてある。この点に関しては、既に多くのテ

ーマで論考してきたが、その結果として行政二－ズのハイレベル化（グレードアップ化）、

専門化、多様化、高度化などに対応していかねばならない。このような住民生活のハイク

ォリティ化は価値の多元化や高質化を求め、公害防止や消費者行政への積極的取り組み、

自然環境の保護、文化財の発掘から保存（維持管理）・創造まで、幅広く期待されていろ。

とりわけ小規模自治体にとってぱ むらおこじ のための地域（地場）産m の育成は存亡

を賭け九死活問題であろう。自治体の合併促進や部課の統廃合は企業でいう倒産、吸収合

併、不用（不採算) 部門の切捨てと同義である。そのために、地域（自治体）経営的感覚

の導入が急務となった。C  I 戦略を練り、あらゆるイベントを企画、実行、PR していか

ねばならない。その繰返しのイベントに耐えうるだけの商品価値をもつ政策事業に育成し

ていかねばならない。それだけの時代を見る眼、ファッションセンス、芸術的センス、美
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観（美意識）などがシビアに求められているのである。

（3）さらに、内部環境変化のうち、職員の高学歴・高年齢化、とりわけ団塊世代の中高

年化がもたらす変化要因も極めて大きい。この世代は、管理職の頭打ち状況（ポストレス

時代）を終生生き抜かねばならず、すでに年功序列主義神話の崩壊を痛感している。つま

り初めから昇進昇格への夢もロマンもなく、現実に昇進は大幅に遅れ、見込みは全く立た

ない。'88 年の昇進平均年齢は、係長級で38歳、課長補佐級で47歳、課長級で52歳といわ

れ、定年祝いに管理職に上げて花を飾るとさえいわれている。ある市では、大卒40歳にし

てまだヒラのままだというふこうした現象がますます一般化しつつある。

しかし組織は永久に続くが、人間の生命力、職員の勤務年数には自ずから限界がある。

人生でもっとも若い、仕事意欲と努力と忍耐力と向上心とに燃えている年代は有限である。

無為無策に消耗させるわけにはいかない。しかも管理職試験の競争率は高く、昇格選考は

厳しく、かつまた昇進試験に合格してもさらに数年を待たねぱならない。待機中に嫌気が

出てモラール・ダウンするかもしれず、任期も短縮されている（役職任期制、定年勇退制

度など）。つまり、ポストは少なく、管理職手当は安く、しかも仕事はハードというマイ

ナス・イメージに変わりつつある。そこで、少数の管理職に選ばれなかった者、あるいは

自ら選択しなかった多数の職員に対して、どう対応していくかということが、新たな課題

として拾頭してきた。もはや上昇志向型出世観だけを動機づけには動かなくなってきたの

である。

加えて、中間管理職不要化論が不安をかきたてている。これは、“票議制の空洞化現象”

“トンネル化”“中ぬき現象”ともいわれ、情報の流れが上司から部下（現場）に直結す

るようになるためといわれている。かくして、管理職への道はますます遠くなる一方であ

る。

ここに、団塊世代の有能な人材の葛藤が蓄積され、職員の能力と職務のギャップは拡大

されていく。とりわげ 有能な燃える職員たぢ の個人的経験、意欲、関心、適性がいつ

までたっても充足されない。いわゆる情熱をもてあましたモーレツ型公務員をうまく活用

できるルートやチャネルが決定的に不足、断絶している。こうした職員はやがて、自己充

実を求めて民間企業に人材流出したりしていくことになる。

職務以外にも、土日夜間に、ボランティア活動などに手弁当で参加する職員が増えてい

る。彼らは何よりも「これが好きだ」「面白い」「楽しいからやっている」といった自分

の適性能力だけで行動している。「とにかく自分らしい何かをやっていこう」という自己
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実現への欲求が高い職員である。彼らもまたそのことに関しては誰よりもエネルギッシュ

でパワフルでバイタリティに満ち溢れている。

こうした職員が地域住民とより深く接触し、より重要な住民ニーズを掘り起こし、与え

かつ創り出すようになってきた。現場に強く、住民の動向に鋭敏になり、本当に住民が欲

しいもの剔乍って売る、実施する必要が出てきたと感じている。こうなると、職員はただ

国の施策を執行するばかりでなく、むしろ独自の政策を自前で生み出していこうと考える

ようになってきた。こうした人びとが自主的政策研究グループを編成し参加するようにな

る。そこで、これらの職員の能力やパワーを活用し、かつ人材流出させずに組織に残れる

システム（優遇制度）をつくる必要性が出てきた。それが、いわゆる専門職制度の導入、

資格制度の採用ということである。

第2 節　管理職志向型から専門職志向型へ

新しい自治体像を「まちづくり型専門職集団」と規定した以上、その人的資源としての

職員像もまた「管理職志向型から専門職志向型へ」「肩書偏重から能力実証へ」あるいは

「ポストをめぐる参加ではなくタスクをめぐる参加へ」と変容しつつあると推察すること

ができる。

［表3 －3 ］は、「管理職・処遇職・専門職の昇進ルート」を対比したものである。従

来の日本型職階制では周知の通り、年功・年齢序列制の役職・上昇志向型を堅持し、成員

の地位欲や名誉欲を出世コースのモチベーションにしてきた。人事異動のパターンも終身

雇用を前提とした①職能移動（水平軸の部門間移動）、②階層移動（垂直軸の地位階梯昇

格）、③中枢移動（影響力のより大きな中心的重要部門への移動）などを経て、少しずつ

より高いキャリアが開発、育成されてきた。それは同時に職業生活の生涯にわたる競争や

忠誠心（組織へのコミットメント）を強要される構造であった。

しかしながら、管理職のボストレス化に対応して、1965年代から徐々に主管者制度や中

間職位の新設など、いわゆるスタッフ職の増大が目立ってきた。例えば、参与、理事、参

事、主幹、主査などの独任性ポスト（nP下なき管理職）など。彼らは当初、首長の特命事

項を受けて特別の業務処理や問題解決に当たるといわれ、あくまでも臨時職であった。と

ころが実際には、次のような理由から必置制となり、その数も急増していった。

①処遇上の配慮から。これは職員のいやしがたい垂直移動への願望と給与アップの理由
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(表3-31 管理職・処遇職・専門職の昇進ルート

管　 理　 職

（7 イ ソ） �

処　 遇　 瞰(

スタプフ) �

専　 門　 諏{

スペ■> ャリスト)

留長|(

次長・ 釧長)

課長l(

補佐・代理)

係長l(

主任)

一般 �

理 事・参与|(

参与補・斟参与)

参事|(

参事補-S 松 本)

主幹|(

剛主幹)

主査(

主務) �l

扱　 上扱　I 種　 ．

嶮O2

級　 中級　2?S

リ　13

扱　 初級　3 種

づけを正当化する。ところが、特命または分掌事務と実質的権限が曖昧にな つヽたり、指揮

命令系統の複雑化、資格の形骸化などの問題が発生してきた。②管理職候補生（予備軍）

として。これはいわゆる“待ちのポスト であり、管理職登用への機会を与えられた待機

組、順番待ちである。しかし、「補・副」といったポストが利用され、例えば、課長補佐職

の名称も、課長待ち、課長心得、課長待遇、第二課長などと粗製濫造されてきた。しかも

ここでも多数を占めるようになったため、ますます中堅・若手の人材登用が少なくなって

きた。③「能力評価」に合格した者の証明として。昇進試験や資格試験で選抜された者、

および彼らの能力の水準をテストしてみる実験期間として置かれている。つまりスタッフ

職在任中に、能力の有無や度合を審査し評価するポストとなりつつある。

これらの専任スタッフ職の有効活用化や組織化こそもっと検討されるべきである。専門

的な調査研究や課題処理のための政府の専門官や専門職チーム方式、あるいはアメリカの

「リーズンマン（Reason man ）」という独任の政策スタッフなど、自治体でも企画・政策

担当者などとして大いに人材活性化していくべきであろう。

最近の傾向としては、人庁した一般事務職、あるいは新しい部署に配属されてから、ま

た職務遂行上の必要性から、なんらかの資格を取得する職員が増えている。彼らは「個人

の潜在能力（potentia卜ty、possib川ty ）の発揮」に挑戦して見事に合格した「スペシャ

リスト公務員」である。教員や司書や看護婦など、最初から資格採用される技術職や専門

家とは別である。ジョブ・ローテーション・プロセスで、意欲と能力のある人材が「多能

性の能力発揮」によって獲得した資格取得者である。これは、既述したように実用英語検

定、情報処理技術者、建築士、宅建主任など、自前主義で、本人のやる気と適性能力によ

って、職務充実（ジョブ・インリッテメント）を図ってきたのである。もちろん、その動

機において「自己実現」や「人間的成長」がメインであったとしても、彼の高度な専門性

（資格要件の充足）が、結果として公務業績を積み上げていることは間違いない。例えばヽ

国際行政、法務行政、再開発行政、環境デザイン、コンピュータなどの分野で顕著である。
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ところが現実には、努力する者・苦労する者が報われる人事管理制度とは必ずしもなって

いない。そこで、徐々にではあるが、競争原理、能力主義、適材適所、自己申告制度、優

良職員表彰制度（名古屋市など）、庁内広報誌への掲載などの導入によって、こうした専

門職職員を有効活用していこうという動きがでてきた（東京都、大阪府、横浜市など）。

もちろん、制度としては不備・未確立である専門職制度のかかえる問題点は多い。①管

理職（ライン）と処遇職（スタッフ）と専門職（スペシャリスト）との関係調整（責任と

権限、人事移動など）、②専門職の目標管理・研修体制・キャリアルートの複線化・アシ

スタントの配置など、解決すべき課題は残されている。

しかし、新しい職員像として従来の管理職志向型からこれからの専門職志向型への不可

避性はいわば時代的趨勢であるといえる。先述の「まちづくり型専門職集団」という意味

合いを強調するため、この両者の特質を整理してみると［表3 －∠1］のようになる。要す

るに、もともと管理職への役割期待は、マネジメント能力、リーダーシップ能力、コミュ

ニケーション（対人関係）能力などであり、“組織の中で、部門の長（代表）としで 言

動すろことが求められていろ。これに対し、専門職は組織内スペシャリストという枠内で

はあっても、その企画力、行動力、実践力などの基本的立脚点が個々人の力量で取り組む

目由活動や創造的仕事のゆえに、彼らの興味や関心、自己主張、社会的存在感、地域の人

ぴとの生活の論理などを最大優先しようとする思考態度をもつ傾向があるということであ

る（2 ）。

f表3-町管理職志同型と耳門同忘同型の比較

卜
�

管理 職忘 向型 � 耳門職志向型

a 貧管理 �

・組織・験位への ＝ミ
プト メソト(

帰属忿a)

・組織の中で、行政 の立場と して(

「cosOD 課CO 係 の廠員」)

・庁内活性化のた めの人事管ミ(

部門・ 職場の 目標管 理) �

・ 仕事・ 能力 ■業at.へのコ ミプト メソ

ト( 自己の洒性能力)

・ 地域の中で、生民の立場と して(

「co 市の職員」)

・地域活瞳化のための人事管理(

地域社会の全体目標)

人 事管 理 �

・権威 の格付け

・ チームプレー と無名1生

・ 人物 評価　　　　 ‾

・ ゼネラリスト忘向(

幟広い総合的 能力)

・昇進ルートは 単破型 �

・個人 の能力実証主 蓋

・ 個人プレ ーと 有名胞

・ 能力p?価

・ スペ シャ') スト忘向(

高度な耳門的 能力)

・昇進ノレー卜は馥線化

さらにいえば、「管理職＝部門代表参加、職制参加、職場参加、上からの参加」であり、

「専門職＝個人参加、自主参加、能力参加、下からの参加」といった単純な二元的発想で

では成り立だなくなりつつある。最近のマトリックス型組織、ネットワーク型組織、プロ

ジェクトチーム方式などにおいては、これらの管理職・専門職の両能力を兼備、統合した
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人材モデルが探求されつつある。プロジェクト・マネージャーやプロジェクト・リーダー

は「全体性をもつ個人」「高度な専門性（有資格）をもって、業績を上げ（昇格条件をパ

ス）、キャリアバス（昇進）してきた管理職」というイメージに高まりつつある。そこで

こうした新しい職員としての資質向上や人材育成のために、職員研修のありかたが重要に

なってきた。

第3 節　職員研修と能力開発

職員研修は、職員の専門的知識や技術をより深め、政策形成能力をより高めるために実

施される自己鍛練の場である。つまり職員の能力活性化のトレーニング、潜在能力発揮の

チャンスである。この人づくり＝人事管理の一環としての原則は、ほぼ次のような方程式

にまとめられるであろう。「人間の能力開発（意識啓発）＝ポテンシャリティ（やれろ力）

×モチベーション（やる気）×チャンス（やる機会）」つまり人間の能力開発は、まずも

ともとの有能性、優秀さが前提である。しかしどんなに優れた能力者であっても、「なぜ

やるか、やらざるをえないか」といった本人の意欲や動機づけや努力や態度などが欠如し

ていれば、目標達成度も大きく減退する。個人のもつポテンシャリティ以上にむしろ持続

するモチベーションのほうが大切である。とくに今後は知識偏重・技術重視から、「自ら

考え、行動し、創造していく職員像」が期待されている。地域住民との息の長い日常的接

触を通じて地域課題（住民ニーズ）を掘り起こし、行政課題（行政ニーズ）へと引き上げ

ていく地道にして堅実な活動が求められている。さらにポテンシャリティやモチベーショ

ンがあっても、いいチャンスに恵まれなければうまく発揮できない。そのテャンスづくり

のための人事管理（若手抜摺、人材登用など）こそ何よりも肝要であろう。

人事活性化のためのパラダイム転換としては、①昇進昇格制度、②職能資格制度、③給

与制度（職務給、職能給）などの改革が急務である（3) 。とりわけ、能力主義、個性主

義、業績主義、競争原理などに十分耐えうる個人的能力育成が求められている。つまり前

述の②の職能資格制度の確立が待たれている。これぱ 個を生かし、人を伸ばず “本人

の生きがい充足が組織の達成向上に結びつぐ ような人事管理のありかたである。このよ

うな政策マンづくりのポ イントは、政策判断・立案・策定能力の付与にあるが、より具体

的には問題発見能力、問題解決能力、問題実践能力などが問われている。

こうした能力開発のための実践方法が職員研修である。しかし従来の研修手法はともす
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ればヽフォーマルな文書事務研修、職務研修、階層研修、管理職研修中心であった。そこ

に新しく接遇研修、派遣・委託研修などが導入されてきた。これらのうちとくに注目され

るのが「ワークショップ型研修」である（第5 章第2 節（2）で述ぺた世田谷区のファミリ

ーグループ研修など）（4 ）。

この研修の特徴は「実践十提案」にある。つまり①具体的な体験学習「learning study）

や実証的事例研究（case study ）を通じて生きた実践的訓練（working study ）を積み、

②そこから学んだものを自分の職場や現場で、どこまで応用、適用できるかを考え、実行

し、改善提案していくことである。加えて、③構成メンバーは多階層研修体制で、多階層・

多部門・多職種による参加討議形式で行われる。管理職から一般職までを含むあらゆる職

種の混合（行政職十医療職十消防職十技能労務系職など）によってチーム編成されている。

「まちづくり型ワークショップ」は、まずその地域社会で試行実験し努力過程にある人

物（仕掛け人、リーダー、頑張るマンなど）に会い、そのリアルな体験に学ぶことが原則

である。単なる施設や制度の「訪問」「視察」ではなく、また関係者・担当者からの説明

拝聴でもなく、実際にそれをつくり支えている人びととの「直接交流」「出会い」「対話」

「徹底討論」をこそ大切にする。彼らの成功・失敗の原因、困難さ・克服に耐えたもの、

人びとの支持協力と同時に離反と抵抗の実態など、さまざまな人間行動のダイナミズムを

学習する。今度はさらに、このワークショ ンヽプで学んだことを必ず自分の職場に持ち帰り、

現実的に「企画」「実践」「行動」の実現可能性までも含めてアクション・プランを練る。

これは単に「参加」するだけでなく、いわゆる「政策主体」「政策当事者」としての訓練

を受けているのである。

こうしで やる気のある)タ　g4高い学習意欲をもつ 職員は、研修後も持続して実践的ま

ちづくり運動に取り組むようになる。そして確かに、勤務時間外に自発的に自前主義で参

画し、独力で頑張っている職員も少なくない。より高い専門的知識を学習するため、通信

教育や資格取得する者もかなり増えている。自己啓発への自助努力を惜しまなくなってい

る。自主的政策研究グループなどに集まってくる人はこういう燃える職員たちが多い。敢

えていえば、現在の研修体制は本来の意味での「職能研修」「専門研修」を行っていない

ように思われる。「能力×意欲×適性」をもつハイクォリティな職員に対しては、その発

揮、育成に役立つ研修のありかたを考えていかねばならなくなっている。
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第∠1節　まちづくりとソフトなブロフェツション

自治体を「まちづくり型政策集団」として位置づけ、その政策づくり専門職としての職

員のありようが期待されていることはすでに論述した。そして庁内外にさまざまな政策研

究グループが噴出、編成されている。土地、水、自然、風土、人間など、あらゆる地域内

資源の総合的開発による新たな都市づくりや地域づくりに取り組んでいる。これらの政策

づくり勉強会や研究会は、“ひとつの部課を超えた地域課題”にアプローチしているので

ある。

このような職員に共通する特徴として、①個人としての資格と責任で自主参加している、

②まず自分たちで“こと起こじ をやって、足場をつくり、実践してみる、③趣味と勉強

と仕事が一体にな つヽている、④常に住民の立場から、市民全体の側に立っている、⑤お互

いの夢とロマンを共有し合い創りだしていくこと自体を楽しみ面白がっている、さらに⑥

その地域や自治体を超えたより広い視野や感性をもって言動している、などが見られる。

こうした職員像を、今ここで仮に「まちづくりのソフトなブロフェツション」（5 ）と

規定しておこう。彼らはハードな官僚役人、テクノクラートあるいはゼネラリストとして

よりも、より高度な専門職、スペシャリスト（有資格者）・>アドバイザーといったイメー

ジが強い(6 ）。つまり　　ウェーバー流の近代官 僚制モデルでいう「地位のヒエラルヒ

ー   I「公私の厳重な区別」「文書主義のコミュニケーション」など、従来の固定的枠組み

から踏み出そうとして、自由裁量権の拡大化、価値理念・倫理規範の積極的導入、公共的・

市民的視点からの思考態度などを意図的に取り入れようとしている。住民として活動して

みて、その欠落部分を行政に働きかけていく企画立案過程で、自分の専門的知識や技術を

大いに活用する。そして地域的問題を行政課題として発見し、これを政策化し、本庁や中

央省庁とも対等に折衝し交渉していくのである。つまり市民の目と心と同じ高さで行動し

ようとするのである。

彼らの日常生活はいわば職業生活と社会生活のバランス感覚の上に成り立っている。否

それ以上にどちらかといえば社会生活者の視座をより優先しているといえるかもしれない。

職業生活とは職場における労働の場で、“労働主体”としての職務活動に従事し、組織内

評価を高めるためによりハードな働きがいを探求する。これに対し、社会生活とは地域に

おける活動の場で、“活動主体”として職場以外での自己実現の可能性や機会を求める。

社会的存在感や生きがいを探求して、周囲の社会的地位や評価を少なからず気にしている。
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大好きな趣味やスポーツやボランティア活動などを通して、人と人とのネットワークづく

りに活躍したりする。職員もまた地域社会に生きる住民のひとりであるという自覚と発想

にこだわっていこうという人びとなのである。

こうした自発的な燃える職員たちが集合して「まちのデザイン研究会」「まちづくり連

絡協議会」「○○会議」などを主催し（7 ）、まちづくりのプロフェッションたちを育成、

訓練していく。こうした職員・グループが増えっつある。

一方、住民側にも、さまざまな団体や運動が存在し、より優れた市民生活者が活躍して

いる。とりわけ最近では、`都市プランナー、デザイナー、アーティスト、教員、弁護士、

牧師、医師などの有識者、いわゆる「ブロフェッションな市民」（8) の存在と役割が目

立つようになってきた。彼らのスタンド・ボイントもまたローカリズムやナシュナリズム

に拘泥することなく、マクロレベルでのグローバリズムやインターナショナリズムを志向

している。彼らは必ずしも町内会・自治会などの既得権益層に取り込まれることなく、単

独・個別主体として、テーマ別（健康づくり、住宅問題、環境問題、文化活動など）に公

募・自薦・推薦されて参画してくる。ここでの構成員の選出法はかなり流動的、自由であ

る。自らの生活居住空間の阻害要因に対してその解決を迫り、共同性・連帯性の回復や新

しい秩序づくりに向けて日々相互協力していこうと手を上げた人びとである。つまりこれ

らの新しい社会的主体はアマチュア、ボランティアではあるが、従来の運動家や主婦層と

は異なり、ある特定の専門的優秀性を具備している。彼らは居住者・非居住者を問わず、

それを超えて、共通の関心だけで行動していくのである。

こうした人びとが、多くのまちづくり主体者を結集してネットワークの仕組みを形成す

る。これが新しいコミュニティ・システムとなる。つまり、「燃える職員」と「燃える住

民」との共通の場づくり、いわばこうした複合主体の組織化としての新しい共同体領域の

開拓が不可避になってきた。これらの交渉主体間の調整をどうとろかという場と機会のシ

ステム化か必要になってきたのである。それがまちづくり人材のネットワーク化、すなわ

ち「まちづくり会議」（仮称）といえよう。

このようなまちづくり会議は、行政側からのソフトなプロフェッションと住民側からの

プロフェッショルな市民や個人が参加して構成される会議である。まちづくり会議の特質

は、行政と住民との関係（接点）を、従来ともすれば第三セクター方式や民間企業（ビジ

ネスコンサルタントや研究機関など）への委託化によって問題解決してきだのに対し、両

者の媒介的中間組織として、双方から選出される専門職集団の活用化を図っていこうとす
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る点にある。つまり、この会議はトップ（首長）の直属機関として嘱託される場合もある

が、必ずしも従順的・迎合的ではなく、長期的・全体的・全住民的・専門職業人的な視座

から政策提言することが大いに期待されている。

［図3 －1  6 ］は「住民と行政を結ぶもの＝住民参加型システム」のひとつの構図であ

り（9 ）、まちづくり会議は行政によるまちづくりと住民によるまちづくりとの両者を調

整し協働しあう推進機構（協議機関）である。つまり行政側の所管課と住民側のコミュニ

ティ組織との協力体制づくりとして位置づけられよう（10）。

行政

皿員の外向 （アウ1-

リーチ〉万式

／％~ ド・> ス-?・ム

ソフト・システム{
開放塁退蔵}

第5 節　まちづくりブロフェツションのサポート・システム

生只

まちづくりに関する政策研究の成果を具体的な政策立案に結びつけていく場合、それを

バックアップする体制の確立が必要である。それは、優れた人材としてのソフト・プロフ

ェッションの諸活動を支援する制度の整備拡充ということである。これを、(1）研修制度(2

）人事管理、（3）組織管理の視点から考えてみよう。すでに、（1) の研修制度の改革に
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ついては論述したように、職員一人ひとりの個性的な適性能力を発見し、動機づけや意欲

を高め強化していくことである。（2）の新しい人事管理バラバイムの転換とは、「人間の

能力発揮＝能力（可能性）×努力（意欲）×運（機会）」という総合力の育成・開発に向

けて企図されていくべきものである。何よりも有能な人材の実践活動を保障し、責任と権

限と自由裁量権を付与するための方針や原則の確立が必要である。（3）の恒常的制度とし

て彼らを支える組織管理のありかたも全面的見直しの必要がある。以下、ここではとくに

（2）と（3) について考察する。

（1）新しい人事管理システムの検討

主眼は要するに、努力する者、苦労する者が報われる人事管理のありかたを探求するこ

とである。この問題点としては、①専門職制度導入をめぐるブラス・マイナスの検討、②

独立性（自己決定権）の確立、③他部門・他職種従事者との連係・調整、④他のブロフェ

ッションとのネットワークの推進（柔軟で自発的なコミュニケーションの確立）などがあ

る。とりわけ、ブロフェッヨンのもつ専門的知識や高度技術の「優越性」に随伴して、と

かく発生、陥専しやすい独善主義・特権意識・セクショナリズムなどをいかに防禦してい

くかが重要課題である。しかしこれは難題ではあるが、責任権限の明確化や条件化によっ

て少なからず可能であろう。むしろこれからのより新しい観点は、ヤング(Michel Young ）

などのいう「メリットクラシー(  meritocracy  ）」原則をどこまで導入できるかである。

メリット（知能十努力）の支配する組織社会において、人間の評価や能力の発揮をいかに

保障していくかということが問われているであろう。そのためにいくつかのシステム化か

検討されている。例えば、①昇進昇格の基礎となる職能資格制度（専門職制度としての地

位ポストの確立）、②人事考課にみられる業績主義・得点主義・敗者復活主義、③採用・

配置・移動・教育研修への実力主義、④職務給から職能給への給与体系の明確化（資格手

当）、など。

彼らの能力発揮を刺激するものは、何よりも職務内容と勤務体制である。職務内容とは

専門職として認定された者の自由な企画立案権、提案権、事務分担の役割、政策決定過程

への参加などが明確であるかどうか、またゆとりある時間が保障され、専門技術は生かさ

れているか、他との調整権もうまく機能しているかどうかなどである。さらに、こうした

活動を支える職務体制（労働条件）が、フォーマルな組織上にきちんと位置づけられてい

るかどうかである。組織機構上に公的・公式・正式に認められているということが肝要で
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ある。

これからの人事管理のありかたとして注目すべきは、こうした燃える職員を①庁内から

採用するか、それとも②庁外から導入するかという選択肢であろう。前者の庁内からであ

れば、研修によって育成（費用負担、研修費予算の増額、出向、海外留学、希望コース、

内容充実など）していく方法と、既存の有能な人材発掘（庁内公募制度、社内ベンチャー

の活用、提案制度など）による方法とがある。最近では、人事の柔軟な交流化か促進され、

研究所・大学（シンクタンク）との交流、他の自治体との相互交流、民間企業（商社、デ

パート、銀行など）への派遣、国・府県レベルへの出向など、極めて多様化してきた。例

示すると、三鷹市とI  CU  (国際キリスト教大学）とて「事業委託、基本構想のアーバン

デザイン」に関する人材交流などがうまく行われている。

また庁内発掘法としては、例えば、職員の提案制度を、神戸市は1955年から発足してい

るという（11）。とかく形骸化・有名無実化・マンネリ化しやすいこの制度をうまく活用

してきた理由は、その運営方法にあろう。同市では行政管理課に提案事務局を設置し、提

案者議会を設け、優れたアイデアは市長表彰（特選5 万円）され、かつまた人事記録にも

登載されて公表されることになっている。同様に、名古屋市でも「優良職員表彰制度」が

あって、やる気のある職員を認めるシステムがうまく機能しているという。こうした提案

制度はその意義や有効性を引き出すような運営のありかたをより考案していくべきであろ

う。

さらに庁外からの人材導入はこれからますます活発化、積極化していく。例えば、民間

企業からのスカウト、他の自治体からのスカウト、一般市民からの中途採用、非常勤職員

（パートタイム公務員の増大）、外国人労働者の雇用など。従って、待遇（ポ スト、格付

け、給与など）の抜本的な見直しが迫られている。さらにいえば、人材流出（資格をとっ

て独立、民間企業への転職、大学教員への転進など）も増えており、その防止策も重要な

検討課題である。

(2）新しい組織管理システムの検討

まちづくりヽソフト・ブロフェツションのサポート・ツステムが少しずつ整備されてき

た。いくつかのケースが考えられるが、ここでは①プロジェクトチーム方式、②まちづく

り推進課、③人材登用制度などの方法について検討してみよう。

①一般的に実施されているのは、やはりプロジェクトチーム方式である。まちづく引こ

興味関心のある職員を多階層・多部門・多職種間から選出し、一時的・臨時的なチームを-482-



編成する。メンバーはタテ・ヨコ・ナナメがらできるだけ自発的・個人的・意欲的な人材

で構成し、マトリックス型人事交流を盛んに進める。さらにテーマ別・主題別に取り組み

やすい題材でまちづくり型ワークショップを実施する。

足立区では、「C  I戦略としてまちづくり委員会を設置している。委員は「調査研究主

査」というポストで、庁内横断的に委員を公募したり、各課に研究課題を公募したり、さ

らには区民との共同研究へと発展したりしている。伊丹市の「地域担当員制度」は独任制

であるが、市長直属で、市長主催の地域担当者会議に出席したり、相当の権限が与えられ

ている。市内4 ブロックに部次長級（参事）に一般職（17％）も含め配属されている。ま

た世田谷区の「身近なまちづくり支援制度」は、部課長、係長、出張所長に加えて庁内公

募からの推進員（210 名）で構成されている（12）。さらに習志野市の場合は、全職員が

地域担当制（者）となっている。

②次に、「まちづくり推進課」など、ひとつの新しい課係を新設することである。これ

は従来のセクショナリズムで、例えば、文化行政、コミュニティ行政、社会教育などバラ

バラに分かれていた部門を一ヵ所に集めて総合行政でやる方法である。ここにできるだけ

有能な専門職員を一緒にして、専門職チームを形成する。組織機構上はきちんと制度化さ

れているので、政策づくりなど比較的反映されやすい。

③プロフェッi/ョンの「登録制度」、いわば「庁内人材バンク」を確立することである

庁内に散在しているブロフェッションたちのネットワーキングによる人材活性化方法であ

る。こうした職員をできれば「まちづくりアドバイザー」として公式に認定・公認し、登

録していくシステムをつくることである。このまちづくりアドバイザーの資格条件は、①

専門的知識や技術の体得者で、実際に参加し、活動し、実績を上げている人、②資格取得

者で有能な人、③意欲や関心が人一倍強く、熱心に取り組む人、などである。例えば、大

阪府では、'89 年度より語学、点字、手話などの有資格者の調査に着手し、この制度化を

図っていくことが検討されている。

おわりに

行政のブロフェツションという自治体職員像は、アマチュアとしての住民参加可能性を

拓いていくという観点からすれば、それ自身極めてアンビヴァレントなコンセプトである。

それにもかかわらず、専門職集団としてのありようを強調せざるをえないのは、自治体の
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生き残りが政策マンとしての政策づくり能力如何に掛かっているからである。こうした問

題意識の下に新しい職員像を探求してきたが、次のような課題が確認できたように思われ

る。

①人材の有効活用化として専門職志向型職員を育成し、能力開発していく必要がある。

その専門職制度の確立に向けて、メリット・デメリット、問題点などを検討すべき段

階にきている。

②職員研修は、個々人の意識啓発・能力開発型の専門研修や職能研修を中心に実施すぺ

きである。「実践十提言」を伴うワークショップ型研修が行われるようになってきた。

③行政からのソフトなプロフェッションと住民グループからのブロフェッションとによ

って、「まちづくり会議」などが構成、運営されるようになってきた。

④まちづくりブロフェッションのサポート・システムとして、新しい人事管理（職能資

格制度、メリット・システムなど）や新しい組織管理（プロジェクト・チーム方式、

まちづくり推進課、庁内人材バンク制度など）の確立が今後の重要課題となってくる

であろう。

注
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エツショナルではなく、もともとゼネラリスト型の人材育成を受けている。しかし、

今日的課題としていえば、行政の高度化に対応した専門化、あるいは職員層の多様化

個別化、スペシャリストの増大などに対応する新たな組織原理を創り出さねばならな

くなっている。そこで“疑似的ブロフェツション”から、“真性のブロフェツション”

としてのおりようについて、ここでは論考していきたいと考えている（田尾雅夫『行

政サービスの組織と管理一地方自治体における理論と実際一』本鐸社刊、1990、pp.130-134

参照）。

（7 ）『地域センター及び住区協議会構想関係資料集』中野区、1987 .12 、p.110 参照。

（8 ）奥田道大『都市コミュニティの理論』東京大学出版会、1983、p.188 ．

（9)     [図表3 －1 6 ］の中の「いたばし方式」については、奥田道大「コミュニティ施

策の新展開・序一東京都I 区の事例を中心にしてー」『地域開発』286 、1989.7、（財）

日本地域開発センター、pp.1-13 を参照されたい。

（10）田中豊治「コミュニティ活動と行政をつなげるもの」『コミュニティ活動推進調査<

東京都板橋区〉』1988.3、PP.44-80．および「出張所・職員の対応と今後のおり

かた」『板橋区コミニニティ推進調査報告書』1989.3、pp.75-90、（財）日本地域開

発センター、を参照されたい。

とくに図中の「いたばし方式」については、奥田道大先生が『コミュニティ活動推

進調査』報告書の「第m 部コミュニティ活動を進める上での行政指針」の「2. いた

ばし方式に向けての提案」の中で詳細に検討しているので、併せて参照されたい。

(11)　n  D  E A　BANK ）提案事例集No.  4,神戸市企画調整局企画部企画課。

(12）' 身近なまちづくり支援制度1 年のあゆみ］世田谷区地域行政参事、1987,pp.87~8．
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第9 童　自治体行政組織の新展開

さてわれわれの論考は、「 行政における位相の拡がり」（[ 図l  -  1 ] ）から起稿し、

国際社会における現代自治体行政の新しい役割について考察を進め、新しい行政組織モデ

ルがさまざまに探求、試行されているという実態について分析してきた。組織モデルとし

ては、官僚制組織から脱官僚制組織への移行過程にあるものと認識し、さらにこの脱官僚

制化を動態的組織（第H 節）から開放型組織（第� 節）へと位置づけ、これらのパラダイ

ム転換の変革過程をそれぞれに検討してきた。そしてようやくわれわれは最初の問題関心

の地点に辿り着いたことになる。つまり「今日的環境状況の変化に対応しうる新しい自治

体組織をデザインしたい」という課題に対して、ひとつの回答を提示することである。以

下、第ni部を振り返り、「開かれた行政組織」の基本的原理についていくっかの問題点を

整理に明確化したい。第1 節は新しい自治体像として「国際社会と開放型社会」についで

第2 節は新しい組織像として「開放型組織とネットワーク型組織」ついて、第3 節は新し

い職目像として「開放型職員とブロフェッション」ついて言及し全体をまとめたい。

ちとより第Ⅲ部は、行政組織モデルとしては、どちらかといえば将来に向けてさらに実

践的・理論的に解明されていくべきひとつの可能態について考察している。これから取組

むべ今重要課題はまだまだ多く残されている。ただここでは、次なる課題発見や問題解決

への方向性を探るために、現場の声から、とくに先進的事例を集積、引照、紹介しつつ、

推察的に検討を加えてきたものである、

第1 節　国際社会と開放型社会

まず“開放型’というキー・コンセプトを基軸に展開してきた背景に、［ 地域社会の国

際化1  i‾世界の中の地方 ］といったテーマが聞t>れ、自治体政策の国際交流・自治体外交

への取組みがいよいよ切実な課題として迫られているという時代認識があった。「グロー

バルに考えローカルに行動する。あるいは□ ―カルに考えグローバルに行動せよ。 」とい

うスローガンさえ色極せてみえる程に、今日、国際化は日常業務に馴染じむようになって

きた、これは同時に自治体の政策課題が、もはや対中央・対東京への受動的対応だけでは

不十分で、自ら新しい国際的協調路線を開拓していかねば今後生き残れないという深刻な

危機意識ともマヅチしている。
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首都圏への一極集中化はますます助長され、“夏京の世界都市化’はいよいよ実現しつ

つあろい

集積され、地方税収入の約30％が東京都の収入であると言われている。一方、こうした中

で、大企業・大工場の発展途上国への立地、海外生産の拡大、製品の逆輸入などが進展し、

工場は「国際分散・国際分業の時代」とまで言われるようになった。つまり国内や地方へ

の分散の時代ではなくなった。明らかに国内産業は空洞化し、地方にとっで 工場誘致の

時代゛は既に終わっている。既存の企業城下町においても、設備集約化などで大福な人員

削減、雇用減、閉鎖といった厳しい合理化の波に晒されている。従っで 人材誘致”もそ

れほど望めない。むしろ流れとして読めば、「頭脳は東京、現場は地方 」あるいは「 地方

は都会人の疲労を同復するリゾート基地」という政策がますます推進されているように思

われろ、農山漁村に求められているのは、がってのような食糧供給基地、労働力供給基地、

工場用供給基地ではなく、レクリエーションやリゾート供給基地へと変貌しつつある。こ

うにだ動向に逸速く気づいた自治体が、従来の中央直結型ルートを断念し、独自にサバイ

バル戦略に乗り出したのである。それが“世界的視点から改めて地域を見直す というこ

とであった。

ところで、「図3 丿 回 は「ヨーa  ッパ諸国を上回る日本の地方ブ・ ツクの経済力・人

口！を示したものである。これを見ると、GNP において、大都市圏は勿論、地方圏ブロッ

クの東北、中国でもスイス、スエーデン、台湾、韓国と比肩し、北陸、北海道、四国でさ

え、呑港、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピンなどの国々を上回っている。少

なく七もわが国の自治体が国際的には国家並の存在にあるということがわかる。府県レベ

ルの経済力、財政力でも小さな国家予算規模の実力を持っているといえるであろう。これ

は自治体自身の政策水準もまた上昇しているという証左でもある。これが“地方国”“地

方政府”として新たな議題となってきたひとつの所以でもあろう。こうした視点からも、

自治体は単なる国の出先機関ではなく、また中央からの発想でもなく、地方からの独自な

政策c 都市統治力、地域経営力など）が求められているのである。そのためにも、地域の

ことは地域において十分解決できるだけの権限が拡充（分権化）され、自律性が保障される

新たな仕組みづくりが創出されていかねばならない。

自治体の国際政策能力が中央官庁と比べてもかなり向上し、“対等”な関係に立ちつつ

ある現象がいくっか見られる。姉妹都市交流でいえば、1991年、約400 の自治体が70ケ囚600
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妹都市提携の段階を終えて、実質的な国際交流の時代を迎えつつある。当初の2 都市間か

らブロヅク圏へ、さらに多都市間連合へと参加の輪が拡大し、サミット、フォーラムなど

頻繁に実施されるようになった。例えば、国際会議の開催としては、滋賀県の世界湖沼会

議、鹿児島県の世界火山会議、京都市の世界古都会議、東京の世界大都市会議、北海道の

北方文化圏会議など。あるいは富山県利賀村の世界演劇祭、岡山県牛窓町の国際芸術祭な

ど。また広域ブ・ ツク圏としていえば、太平洋知事会議、日ソ知事会議、北方圏環境会議、

環太平洋会議、南方圏会議なども行われている。このように自治体がそれぞれの立場から、

自主的・相互に地球規模で政策情報を交流・交換し、かつ開発し始めている。世界の大都

市・自治体が自由な連携を創意工夫している。もはや国家だけが外交を独占する時代は終

了したのである。

こうした［ 地域の国際都市化 ］が意味するものは、自治体レベルの「地域的課題」が国

家レベルの「全国的課題」を容易に突き抜けていき、国際機構レベルの「世界共通課題」

へと直結しているという構造が見えてきたということである。つまり自治体は、国内にお

いては自治体間競争と協力の時代にあるが、同時に国際的にも「世界の中の都市」として
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の政策課題に も取組まねばならなくなった。 かけがえのない地球的問題（人権、自然環境、

人口爆発、外国人労働者、資源枯渇、災害、平和協力、エコロジーなど）として、「 世界

共通課題｜への具体的対応策が問われている。こうした問題への取組みは、自治体の日常

的行政ニーズで ある緑、住宅難、ゴミ処理、リサイクル、水源確保、水・空気・土地の汚

染などと、本質的には共通している。共通な普遍的課題ゆえに、「国際市民運動 」なども

拡大の風潮を 見せ始めているのである。 この“グローバルーナショナル～ローカル’とい

う射程において、自治体の将来展望が見据えられねばならない。 ナショナル・レベ ルも確

かに肥大化した中央集権的行政国家が出現しつつあるが、むしろそれ以上に国際社会 と自

治体との相互協力が強化されていくに従い、国との関係が双方向的な相互抑制へと変容し

つつあるように思われる。つまり自治体の相対的レベ ル・アヅプにより、 “脱国家’への

動きの方が急ピッチなのである。 この結果、国際的位相より見ると、既に自治体は国際機

構や国際会議などから多大な影響を受 け、中央官庁からの一元支配的な階統制構造から徐

々にではあるが離脱しつつあるといえる。

要するに、現代自治体はこうした地球環境・地域環境の変化に対応した「地域開発型の

政策集団｜「 まちづくり型自治体」「 シンクタンク型自治体」、さらには「地域資源の地

域経営者｜「 都市経営主体 」という新しい役割期待がかけられているというのが結論であ

る。 このような視点に立つとき、行政組織は本庁・庁内志向型の官僚制組織や動態的組織

から環境適 .    ■   -を重視する開放型組織へと自己転換していかざるをえないということが確認

できろであろう。つまり開かれた社会に対応するためには、自治体もまた開かれた組織で

なければならないということである。

第2 節　開放型組織とネットワーク型組織

新しい組織像としての開放型組織の原理は、基本的には住民と行政との協働参画型の組

織形熊である。いくっかの要点が列挙できよう。

①フラット型にして水平的・横結的な統合

②権限は分権型で現場・担当者・下位職を重視

③意思決定過程への全職員参加体制（職員民主主義と職員参加ルートの拡大）

④個人の自主性尊重（能力発揮の機会）

⑤チーム・メンバーの多様性（個人参加十代表参加十職制参加など）
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⑥コミュニケーションの双方向性（とくにボトムアップ）

⑦パートナーシヅプ型「 住民会議」の開催（相互フードバヅク機能の充実、共同決定）

⑧「対話→参加一参画→協働 」へという成長過程

⑨住民参加と情報公開

本第m 部ではとくに“参加’ど 公開“ をキーワードに分析を進めてきた。庁内意思決

定過程への影響力行使のために「職員参加」と「 住民参加」があり、これに対応した形で

行政側の「 情報公開 口八行われてきた。職員参加とは単に職務参加のみならず、政策決定

への代表参加、あるいは個人参加のルートなどが多数開発、確立されていくことを意味す

る。チーム・メンバーはこうした部局内外の複数専門分野から集められる。とりわけ参加

のチャンスが有能にして意欲的かつ適正な職員に開放され、個人参加中心の柔らかいチー

ムが編成されるようになってきた。

責任単位としての個人への開放が組織的に意味するものは何であろうか。個人レベルで

どのような地位一役割関係の変化（パワー・シフト）が生じているのであろうか。考察の

結果、少なくとも管理職志向から専門職志向へと転移しつつある実態が浮き彫りにされて

きた。そしてこの専門職を活かす昇進ルートの複線化、政策担当者の政策会議への出席、

あるいは自己申告制、提案制度、庁内公募制、人材登録制度などの導入によって、個人の

能力が最大限発揮されるような制度づくり（組織変革）が行われてきた。

また住民参加のルートは、初期の異議申し立てや要求実現型だけでなく、課題解決や政

策決定への参加を求め、自らも政策主体として参画したいという声が高まってきた。参加

スタイルは［ 公私協働方式 ］で、相互責任に基づく地域社会づくりのパートナーが目指さ

れてきた。そして住民参加のレベルが高まり、請願や陳情から共同決定や自主管理へと成

長してきた。庁内・機構レベルにおいては、各種審議会委員への加入や行財政懇談会の開

催などが要求され、他方、庁外・地域レベルにおいては、「 住民会議」モデルを設立し、

市民委員会や住区住民会議などを編成して、行政事務局との協議機関（合議機関、第三機

関）を創設するようになってきた。

このような住民会議モデルの特質は、個人主体によるチーム・メンバーの多種多様性に

ある。これが個性的メンバーによって構成される多極分散型・多中心的なネットワーク型

組織である。要するに、さまざまな複合主体によって編成されている。そのチーム編成の

特質を整理してみよう。

0)住民個々人の能力と意欲のある人びとを組織化すること。
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②各階各層より活動的な代表者を選出すること。

③自治体内一外一間の相互交流を進めること。

④住民同士の情報交流を活発化すること。

⑤困難な問題に対しては長期的な専門部会を設けること。

こうした参加の動向に対する行政側の対応のひとっが情報公開であった。まさに「情報

なければ参加なし｜である。とりわけメディアとしての広報誌のありかたを“お知らぜ

から“情報誌’へと変え、争点をめぐる議事の公開、政策判断材料の提供、複数選択肢の

用意などを掲載していくことが重要であろう。そして情報の寡占化から共有化を図り、“

同一データ・同一情報’によって活発な討論に参加できるようにすることである。

第3 節　開放型職員と行政のプロフェヅション

行政官僚としての職員像は、確かにビューロクラシーの中に生きざるをえないという観

点からいえば、ビュー・ クラート（官僚）であり、またテクノクラー
トキ4な

術官僚）と呼

ばれている。彼らはその技術性と専門性において優れた人材である。

しかし現在、この職員像をめぐる状況変化も著しい。例えば、団塊世代の中高年化（管

理職候補の限界）、部下なき管理職、役職任期制の導入、キャリアコースの複線化、資格

取得者の増大、自己実現型（必ずしも出世を望まない）職員の増大、職場外に活動の場を

求める職員の増大など。こうした背景から、ここでは職員像の変化を、「管理職志向・ジェ

ネラリスト重視｜から「スタッフ志向・スペシャリスト重視」へ、さらに「 専門職（有資

格者` ）志向・プロフェツション重視」（〔表1 一1 〕参照されたい）へという変遷過程に

あるものと捉え検討してきた。現代自治体は、こうした行政のプロフェツションたちによ

る「 行政サービスの専門職集団（団体）」であると位置づけられるのである。

職員を“行政のプロフェツション”というコンセプトで表現した理由は、新しいイメー

ジづくりを強調したいためであった。都市圏ではとくに通勤職員が増え、“生活の場とし

ての地元性から、職場（ 職域）としての地域性”へと変わりつつある。職員＝地元出身・

市内在住という図式ではなくなってきている。つまりその地域に住むか住まないかではな

く、行政を職業として選んだ人間が、「“行政をする゛ということは一体どういうことで

あるのか｜という基本姿勢を真剣に問われる時代になってきたということである。行政の

プロフェッションとは、いわゆる官僚でも公務労働者でもなく、“地域生活者の感性をもっ
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た職業生活者”というイメージである。まずその地域に住む住民のひとりとしての同質性

（共感能力）を共有し、職務において専門的職業人として仕事をする人物のことである。

市民はそれぞれ職業人としてみれば誰も対等であり、独自の優れた知識や能力を持って

いる。この意味でU

切なことは、「市民個人の成熟化」（高学歴化、情報通、国際体験など）により、教養と

余暇の拡大に伴って市民側の文化水準・知的水準が向上しているという点である。国際的

ボランティア活動の体験を通して、また自分の専門的職業活動を通して、自分の住むまち

を見直す機会を得ている。こうした市民があるイシ:x ―を契機に市民活動に参加し、行政

参加の機会を得、「政策主体・責任主体」として行政過程に積極的に参加してくるように

なる。ある社会問題解決のために、自分の専門的知識を駆使して政策決定過程に実践的に

参加する。そしてそれぞれの過程において、同意、選択、批判、提言あるいは代案などを

行使し始める。とくに「住民参加のまちづくり」「市民が主役になるまちづくり運動」と

いったスローガンを掲げている自治体では、こうした有能な市民の言動を全く無視するこ

とはできない。

例えば、文化ホールを建設しようとする時、どこにっくるか、デザイン、設計者、資金、

管理運営、料金など、合意づくりがなかなか難しい。ここには業者のみならず、市民のそ

れぞれの関係者が加担してくる。「住民会議モデル」はコミュニティ組織として、住民と

行政が出会い協議する場であった。第1 段階として、住民の直接的利害関係者が話し合う

“アマ対アマ”の調整過程、第2 段階として、関係者のグループ代表によって委員会が設

置され、“住民のアマ対行政のプロ”が討議する過程、そして第3 段階として、“住民代

表と|。てのプロと行政のプロ”とが出席し、フォーマルな審議会が開催されるという過程

がある。こうした一連の決定過程に、市民側代表として有能なプロフェッションたちが参

加し始めてきた。しかも職員と比較しても、「市民としての自立性」［生活者としての生

活倫理］「職業人としての専門性」など、ともすれば市民のレベルが高い場合も生じてい

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

職員はゼネラリストとしていえば、一職能部門の職務担当者に過ぎない。当然、資格、

経験、能力、情報において、市民の方が優れていることもありうる。そこで、市民のプロ

に対抗するためには職員自らもまたプロとなる外ない。がってのように「肩書で仕事をす

る｜身分社会ではなく、専門性が問われる職業社会へと移行している。従って、職員もま

た資格取得によって政策専門人へと自己成長することが求められている。
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ここで改めて、行政マンの将来像は「 ジェネラリストかスペシャリストか」あるいは「

テクノクラートかプロフェッションか」が問われている。テクノクラートはどちらかとい

えば、技術者・管理者的ニュアンスが強く、特定の組織や部門への一体感、同一化、貢献

度、忠誠度が優れているという傾向がある。一方、プロフェ-Jションは職業集団を準拠集

団とし、仕事へのコミットメントの度合が高く、公衆性への奉仕、自己統制、天職の感覚、

自律性などにおいて優越している。このうち、職業人としては、現代のグローバルーナショ

ナルーローカルといったネットワーク社会において、むしろ後者の資質こそより必須のも

のであろう。つまり、開放型組織社会にあっては組織内スタッフには限界があり、国際間・

地域間・組織間の横断的活動をしていくプロフェッションの方がより現代的適応能力があ

るように思われる。勿論、注意すべきは、こうした人々がとかく陥りやすいアンチノミー

（二律背反）についてである。少数者による権力の独占化、特権化、エリート化、権威主

義化、あるいは専門的閉塞化など、慎重に対応し批判的に克服していくべき問題を避けて

通るわけにはいかない。

行政のプロフェッションは、その目的において特定の組織集団や個人的利益を越えた価

値規範を志向し、その動機において自主的・自律的・自発的であり、その行動において自

己決定的であり、またその結果において自己責任・共同利益追求的である。さら言えば、

組織・職位志向ではなく仕事・実績志向であり、自らのスタンドポイントは常に住民と地

域の側に立つ。と同時に、その発想はその地域や自治体をも越えたグローバルな視点にも

立っている。こうしたスタンスが、地域マネージャーや地域主体間のコーディネーター的

媒介役を期待される職員に求められている（とりわけ地域担当者、まちづくりアドバイザ

ー員、 人材バンク登録者など）n

プロフェッション志向型の自治体職員は、現時点においてはまだ一部、少数である。し

かしこのようなフロントランナーたちの個性発揮と自己実現とをバックアップするサポー

トシステムの構築こそ、今後追及すべきテーマとなるであろう。どんな政策であれ、最初

は先端的職員の意欲と情熱によって着手され、やがて成功の峠を越えると多くの自治体が

採用していくという変革のサイクルを辿るものである。従って、こうした駿員を育成して

いくことが、これからの自治体の盛衰の分岐点となるであろう。
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第Ⅳ部　 本研究の学問的位置づけ

第 工章　研究テーマの現代的意義

本研究の中心的課題は、現代地方自治体における行政組織変革の社会学的分析を通して、

従来の行政官僚制原理に対抗しうる脱官僚制化のための新しい理論的・実証的・実践的な

行政組織モデルの発見と構築とを目指したものである。つまり現代自治体が、現在の状況

が強いる切実な厳しい行政課題に対し、いかに対応し、かついかなる方向を模索しつつあ

るのかについて現実分析してきた。二つしたいわゆる“sem"     （ある姿）の追究は同時に

“soilen"（あるべき姿）の追究にもつながっており、行政官僚というものが官僚制組織構

造の中にあって、いかにあり、またいかにあらねばならないかという問題を提起している

ことになる。つまり考察を通して、官僚制あるいは官僚とはいかなる組織形態や態度・行

動をとらねばならないかという価値志向性をも問わざるをえない。それゆえ本論では、行

政組織変革の現実分析による新しい自治体組織像のデザインを試行してきたのである。

「自治体内部の組織構造や職員意識が、行政組織をとりまく外部環境条件の変動に対し

て、一体いかなる方向に変化を遂げようとしているのか」という研究課題は、企業組織の

変革モデルに比しても、極めて不明確で必ずしも確定しているとは言いがたい。組織変革

に伴う職員意識の変化に関しても、十分な実態調査研究は行われていない。組織の官僚制

構造と職員の精神構造との相関関係において、「日本的行政官僚制の背後にある根源的か

つ不変の支配的構造とは何か」「組織の官僚制化を支えている内的原理とは何か」さらに、

汀こうした官僚の意識や行動を変えるためには、一体どのような価イ直理念や制度が必要で

あろうか」といった課題はまだ解明されているとはいえない。ましてや自治体変革の原理

や理論など、まだまだ未成熟の段階である。そこで本研究では、自治体の組織変革過程を

実態的に捉え、できるだけそ二に共通する諸要因を析出してきた。とりわけ脱官僚制化を

試みている「動態的組織」の導入（主として第H 部で論考）と に開放型組織」への取組み

（主として第Ⅲ部で論考）に焦点を当てることによって、いわゆる「行政組織変革論」モ

デル構築のための問題点を明確化したいというのが大きな目的であった。

このような研究課題の背後には、テーマの現代性、つまり時代的契機が存在しており、

次のようないくつかの根拠が挙げられる。①' いわゆる全般的な国家管理社会化・新々中

央集権化・東京一極集中化などのますますの進行化か」、それとも「地方自治・住民自治
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の確立や地域社会の分権化・民主化か］といった二大潮流の緊張関係の中で、今日、地方

自治体の在り方や方向性が切実に問われていること。②地域社会においては、さまざまな

住民要求や市民施策を真に住民側を優先・重視して実施するような、“住民志向型・住民

参加型システム”の新しい自治体組織モデルが早急に検討、構築されねばならないこと。

③いくつかの先進的・革新的自治体におけるさまざまな試論試行の経過や結果をまとめ、

その成功および失敗などの類型化を図り、一般化・普遍化の必要性に迫られていること。

④実践的・現実的問題解決に向けた組織変革の可能性と限界、あるいはよリ具体的な手法

や諸条件の提示が求められていること。さらにいえば、⑤より多くの自治体において、組

織変革の不可避性（『行革大綱』など）が認知され、したがって、行政官僚制のいわゆる

“ブラックボックス 内部の観察や解析の好機に遭遇していると思われること、などが指

摘できよう。

研究テーマの現代的意義とは、いつの時代のどこを研究しているのか、その時点、対象、

背景などをより明確にすることである。つまり今の時代にとって、このテーマの追究と解

明がどんな有効性かおるのかを提示しておかねばならない。そこで、「脱官僚制化一官僚

制を超えてーのための行政組織の再構築」に取り組む必要性について、論文全体の構成を

振り返りつつ整理してみよう。

本論の展開は、Ⅳ部構成になっている。第1 部は「理論編」であり、テーマの設定と問

題提起、基本的分析枠組みの設定、先行理論モデルの検討、筆者の立場・視点・基本姿勢

の明確化などを検討してきた。第n 部は「実証編」であり、組織変革過程の事例分析と実

態分析と意識調査などによる諸問題の発見と類型化、現状と課題の分析、仮説検証と理論

的考察などを検討してきた。第Ⅲ部は「実践編」であり、現場の実務担当者（変革主体者）

にとっての変革の意義、先進的事例から学ぶもの、間題解決のための課題発見などを検討

してきた。さらに第Iv部は「総括編」であり、まとめとして本研究の現代的意義・学問的

意義・実践的意義について、そして今後に残された研究課題と展望について検討している。

以下もう少し詳しく説述していこう。

第1 部「地方行政組織論への基本的視座」の課題は、新しい“自治体像”の探求であり、

新しい組織目的・組織理念を確立することであった。官僚制組織の順機能といえども、長

期間にわたる合理化・専門分化の過剰化は、やがて組織の硬直化・形骸化、集権化・一極

化をもたらし、一元支配的な階統制構造を作り出してしまうものである。その結果、現実

的間題として、例えば、深刻な過疎化の進行、一割（三割）自治の実態、職員の受動性（
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サラリーマン化）、全体的なパワーダウンなどを、住民との関係で住民不在の行政、形式

化した住民参加、住民の無関心・非協力などを、また市民運動におけるリーダーのマンネ

リ化、ボランティア参加活動の限界、加えて、政党のオール与党化や議会機能の形骸化に

より「制度化された間接参加（代表参加）の空洞化・形式化」など、といった諸課題を噴

出するようになってきた。そこでこれらの課題解決を求めて、改めて自治体・職員の役割

とは何かが問われているのである。

もとより自治体・公務員といえども、不変、不滅ではありえない。むしろ現在の自治体

は、最近の「道州制」「隣接都県との合併」「都道府県連合制度」「広域市町村圏行政」

などによる市町村合併の促進によって、吸収されあるいは消滅してしまうかもしれないと

いう歴史的危機に直面しているように思われる。これまでに全国規模で強力な市町村合併

が進められたのは、明治以来二度あった。歴史的に全国市町村数の変化状況を見てみると、

明治1  6 年に、市19、町12ニ94、村59, 284、計71, 497箇所あったものが、明治2  2 年の市

制・町村制施行により、市41、町村15,820、計15,861、と約5 分の1 に減少した。そして

大正、昭和と漸減していき、やがて昭和2  8 年の町村合併促進法により、同3  1 年には、

市286→498、町1,976→1,904、村7,606→L 571、計9,868→3, 973と、さらに約5 分の2 に

まで激減した。現在（平成4 年1 月）の数字は、区142、市650、町1,994、村589、計3,233

、である。さらにまた今日、市町村合併の機運が盛り工かっているといわれる。このまま

第三次合併ブームの動きが促進されると、村は完全に消m し、基礎自治体は「町村中心」

から［市町中心］へと変わっていくであろう。二うした歴史的状況の中で、自治体の存在

意義とは何かが問われている。

かくして、自治体の組織目的は変化（多様化・多目的化）を余儀なくされ、単なる法律

の執行機関（執行機能者）だけでなく、いわば「まちづくリ型自治体j 政策官庁」とし

て、地域社会全体の政策課題を発見レ 企画立案し、策定（決定）して、実行かつその結

果責任をも負うべきであるというように位置づけられるようになってきたっつまりそ二に

住む人々の“くらじ や“いのぢ や“二二ろ”の問題に、これまで以上に多大な責任を

持だされるようになった。したがって、これまでのように組織（課内）の管理運営ばかり

でなく、“住民のための自治体”としての「自治体経営」「地域経営」「C  I 戦略論」的

な発想が必要不可欠になってきた。自治体は、「地域全体のシンクタンク（頭脳センター）

」あるいは「地域資源のネットワークセンター」の役割取得を期待されるようになってき

たのである。
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二うした組織目的を達成する行政組織の在り方もまた自ずから変わらざるをえない。本

論では、行政組織のパラダイム転換として、「①官僚制組織→②動態的組織→③開放型組

織」という3 つのモデルを検討してきた。

①官僚制組織とは、タテの階層分化（垂直思考・上昇主義・中央指向など）と、ヨコの

専門分化（セクション単位・個別施策・肥大化・細分化など）とによって複雑多岐に構成

されているピラミッド型組織構造のことである。しかし、この組織にもさまざまな短所や

逆機能現象が顕在化し、セクショナリズム（部局中心主義）、総花的行政施策（画一的標

準行政）、管理職優遇（社会的身分、出世志向）など、官僚主義化による弊害が多＜生み

出されるようになってくる。

そこで、これらの弊害を克服すべく②動態的組織の在り方が検討、導入されてきた。そ

の典型的システムとして流動的活動体制があった。二の体制は、いわばピラミッド構造の

圧縮化を企図するものであり、タテの階層短縮（中間職位の廃止、課長補佐職の廃止など）

と、ヨコの課制廃止（大部大課制、係制廃止など）を採用、実施してきた。階層短縮によ

って水平的編成（課長会議、係長会議、連絡会など）を容易にい かつ課制廃止によって

応援体制（庁内移動、部・局・室内移動、部門間移動など）を組み易くしたのである。二

のタテ・ヨコの自由なマトリックス化（組み合わせ）により、チーム単位で、プロジェク

トチームやタスクフォースなどの編成が比較的可能になった。さらに主管者制度（参事、

主幹、主査など）の導入は、これまでの官僚制組織の人事管理がライン職を優遇し、管理

職としてのゼネラリストを重視していたのに対レ 動態的組織においては、スタッフ職と

してのスペシャリストを多く活用しようとしたものである。しかし実態としてみると、二

のスタッフ職は必ずしも専門職制度の導入とはいえず、定数削減、少数精鋭主義、団塊世

代の中高年化、ポストレス時代などに対応したいわば処遇上の対応処置であった。“量か

ら質べ と職員のハイクォリティ化か言われながら、スタッフ職をまだ十分に活用するこ

とはできなかったのである。

さらに「まちづくり型自治体」「地域経営主体」としての③開放型行政組織とは、自治

体内 リト・間の相互交流、相互派遣を可能にするいわゆる「ネットワーク型組織」モデル

のことである。この組織は、現代の異文化社会・流動化社会に適応した多元的・多層的・

横結的編成を目的とし、自主・自立した横並びの「個人単位」［チーム単位］「独立事業

単位」などの連携、連合によって構成される。チーム編成は、自己申告制や庁内公募制な

どヽ 個人の自主的参加・能力参加・資格参加を前提にして作られ、いわばハイブリッドな
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共同研究チ ームのような形態である。しかも 職員の能力は、これまでの万能型や 単能型QE

字型 ）ではな＜、むしろ多能型（π字型、V 字型、ある いはW 型 ）が要請されている。

これは職務拡大によって複数 の専門分野（職域）への移動を可能にするためである。これ

からの自治体が 「政策立案集団」としてうまく機能していくためには、何でも屋のゼ ネラ

リスト・タイプ ではなく、こうしたいくつかのスベシヤリティをもつ有能な人材が求めら

れているといえよう。 ましてや個別施策 （個別利益還元型政策）ではなく、高度な総合行

政が求められている現代にあ っては、現場 ・地元 ・住民 の立場に立って即時的に判断、行

動していかなければならない。まさしく地域担当制の責任者などはそうした総合的能力を

求められているのである。

それでは具体的に、こうした現代自治体をめぐ る環境条件の変化や組織 目的の変容な ど

に対応して、行政組織 はいかなる変革によって対処しようとしていたのであろうか。本研

究の中心的課題は主として、この第 且部「行政組織 変革過程の動態的分析」にあり、最大

の研究動機もこ 二にあった。つまり、①行政官 僚制における組織変革がなぜかくも 困難で

あるのか、その根本的原因究明がなお不十分である と思われること。②先駆的変革モデル

の精緻な 事例分析により、そこに共通する一定の行動パターンを見出すことは可能である

こと。③組織 変革と意識変革との対応関係がどのように変化し ていくのか 、そのダイナミ

ッ クな変容過程を一般化し てみたいということ。さらに、④ に全般的官 僚制化の傾向」の

直中で、官僚制固有の基底的構造を少しでも解明することによ り、それを乗越える新し い

視座や論理を見出してこなければならな いということ。こうした動機 に促されつつ、以下

のようなことを考察してきた。

第 工章 においては、内外環境の諸状況変 化により、自治体の組織変 革がも はや不可避的

・必然的 であるという 「現況」について検討した。行政環境条件の変化と行政組織 との対

応関係にお いて、とりわけ中央政府の動向を中心に、組織 改革 の概況を戦後自治体史の流

れの中で見ていく。±945 （昭和20 ）年代、'55   （30）年代、'65  （40 ）年代、'75  （50 ）年代、'80

（60 ）年代から現代 へ、と時代区分し て、それぞれの時代的特質を検討し てきた。

それぞれの地域環境条件の変化により、組織変革の必要性が生じている原因を、①地域

社会構造 の変 化、②生活環境の変化、③住民 意識の変化 、という観点 から考察し た。これ

らの諸変 化が住民 ニーズから行政ニーズへと発展し、さらに自治体に対し 、①行政需要の

増大、②職員数の増加、③職務能率の高度化、④予算配分の公平化 、などの行政 サービス

を要求するようになる。こ 二からも また組織変革が必要になっ てくる。さらに外部環境の
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みならず、内部環境条件も、①財政の硬直化、②セクショナリズムの醸成、③モラールの

停滞、④コミュニケーションの不徹底、といった弊害状況を顕著に露呈しつつあった。こ

のような要因や背景によって、組織変革が避けえなくなってきたのである。

第2 章においては、組織変革理念モデルとしての「動態的組織」の考え方、流動的活動

体制や主管者制度などの原理原則論の確立、導入、実施、復活などの具体的な変革過程（

経過）を分析した。組織の動態化に伴って、変革主体者間の利害対立、階層間の緊張、組

織のコンフリクト状態などが極度に高まってくる。こうした計画段階から実践段階にいた

るまでの組織変革のダイナミズムを、できるだけ詳細な個別事例分析を通して検討してき

た。対象自治体としては、①三鷹市、②甲府市、③唐津市、④高山市、⑤旭川市、⑥日立

市、⑦岐阜市、⑧山形市、⑨米沢市、⑩名古屋市、などのケーススタディ的実態調査を施

した。これまでに訪問したフィールドワークは約300 箇所位であるが、この中の代表的

事例分析により、成功・失敗事例に共通している概観的類型化を図った。そのパターン化

指標として、①変革の時期、②政治状況、③変革の動機、④変革の対象、⑤変革の主体者、

⑥変革過程、⑦変革の条件、⑧新しい問題点、などに分けてその特徴を考察した。さらに

結果としての今日的実態についても言及している。

第3 章においては、j

的考察を中心に、各階層別に分けて検討した。こ二では、組織変革の混乱の原因を、職員

各層、主体者間の利害関係に求めて分析した。また、職制（職位）改革に対する職員意識

の対応として、「課長補佐制廃止という階層短縮」に関する反応を考察した。これらの考

察を通じて、いくつかの変革の困難性要因を列挙することができた。これを整理していえ

ば、①変革主体者間の利害対立、②仕事忌避性、③地位過敏性、④比較妄想性、⑤長期的

変革計画の欠如、⑥伝統的組織風土、などにまとめられる。

第4 章においては、「組織変革に対する職員意識の対応と変化」について、職員意識の

実態調査を実施した鹿沼市役所の事例的考察により、その変容の特徴をできるかぎり浮彫

りにしてきた。ここでは、職員意識の反応を3 つに分類し、①正機能の顕在化とモラール

の向上、②逆機能の顕在化と組織運営の混乱、③潜在的正機能とコミュニケーションの不

変化、という対応関係で分析している。また潜在的逆機能の実態についても若干の考察を

施している。

第5 章においては、「行政官僚制の不変的組織構造を支えている人間の内的原理とは何

か」という問いに対するひとつの回答を帰納的に仮説設定レ これを検証してみた。その
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結果、次のような命題を設定する二とができる。①行政組織は、独立変数としての内外環

境条件の変化に影響を受け、従属変数としての組織変革の不可避性を強いられるが、その

具体的変革のありようは、媒介変数としての変革主体者の対応能力いかんに依存、制約さ

れている。②組織変革の混乱や困難性の主たる原因として、とりわけ職員の「地位志向性」

という官僚的性格を導出することができる。③組織の官僚制化を生み出している根源的動

機は、職員自身の存在感の危機意識からアイデンティティの対象を探求しようとする精神

的志向性から発生している。それゆえ、④ に組織レベルの権威ヒエラルヒーの確立と個人

レベルのアイデンティティの探求」という、二つの緊張関係や矛盾相克の中で、組織変革

の成否は問われている。すなわち、変革が比較的失敗しやすい場合は、二のアイデンティ

ティが制度的に内在化された価値理念の中にビルトインされてしまうときである。また逆

に成功しやすい場合は、さまざまな「関係性の変革」（新しい地位・役割関係）が達成さ

れたときである。こ二にいう関係性の変革とは、対自分自身、対中央官庁、対職員各層、

あるいは対地域住民などとの諸関係の総体的・「司時的変革が達成されているときという意

味である。

第6 章においては、以上の現実分析や事例分析を踏まえ、 汀組織変革論j に関する若干

の理論的考察を提起してみた。組織変革モデルの基本的枠組みとしては、環境一組織の内

部特性一組織有効性というコンティンジェンシー理論の、とくに組織の内部特性の過程分

析に視点を限定し、この変革過程をさらに6 段階に分けて検討した。そしてそれぞれに対

応して表出してくるさまざまな固有の問題群を整序し、変革の困難性要因などを摘出した。

さらに組織行動と変革主体との措抗関係において、なぜ新制度導入が中断や復活のベクト

ルを辿るのか、その可能性や可逆性のダイナミズムを検討レ 併せて、この定着過程や自

壊作用のうちに潜む新たなる官僚制化再生産の本質的問題についても解明してきた。　組

織が新しい変革モデルの導入に成功しているにもかかわらず、間もなく遅延や中断へと追

込まれていく理由や、そこに相措抗し作用している変革主体と変革力要因（推進力と抵抗

力）とが、各変革段階に応じて、少しずつ転移・変容している現実態を指摘した。そして

変革の成否は、この多元的に重層構造化された力動的発展過程に生ずるさまざまな争点（

行為主体。問題発生、コンフリクト解消など）をいかに克服しえたかによることを検討し

た。さらに変革の推進力として、①変革動機、②変革能力、③変革状況、という3 つの要

因を抽出い まだ変革パフォーマンスの「組織有効性」として、①管理的有効性、②社会

的有効性、③変革的有効性、という3 つの概念を提示して、その積極的意義を強調した。
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また抵抗力のアポリアとして、官僚制組織構造のもつ社会性（社会制度としての官僚制）

についても考察を進めてきた。

第マ章においては、組織変革の今後の展望として、ひとつの視点を提起する。それは、

組織変革とは、単なる内部組織機構の制度的変革にとどまるものではなく、①職員自身の

自己変革、②自己と他者（組織内対人関係）との関係変革、③中央政府（上級官庁）との

関係変革、④地域住民との関係変革、といった多元的・重層的構造の同時的・計画的変革

を達成していく必要があるということである。そして日本行政官僚制史の流れの中で、各

自治体における組織変革の意義を歴史的に位置づけ、新制度導入に一体いかなる意昧があ

るのかという視点を取り入れてくることである。この意味で、組織変革は自己組織成長の

ひとつの契機に過ぎないという「プロセス・プランニング」の考え方を強調した。それは

変革の結果のみでなく、むしろその結果にいたる変革過程総体こそより重要であるという

ことを主張したいためであった。

さらに第Ⅲ部「住民参加と開放型行政組織の構築に向けて」の課題は、要するに、行政

組織変革上の諸問題は、目を転じて、地域社会や地域住民の総体的ヴィジョンとの有機的

つながりにおいて考察されなければならないということであった。「何のための、誰のた

めの組織変革であるか」という問いは、須らぐ 職員のための組織”ではなく、“住民の

ための自治体づくり”のためでなければならないという回答に直結していよう。したがっ

て、「職員のための行政組織論から住民主体の自治体論へ」と視点を転換していかねばな

らない。先述した「社会制度としての官僚制」「組織の社会性」ということは、つまり新

しい組織づくリェ新しい地域づくり（地域再編成）＝地域における新たな主体形成づくり、

へと相互連関している。新たなコミュニティ構築のためには、住民諸層の新たな組織集団

の形成が必要であった。そこで、合意形成のためのシステムづくり、住民参加の仕組みの

導入が問題になってきたのである。

言うまでもなく、「新しい環境変化につれて、組織は構造変革によって環境適応しよう

とする」あるいは 砂卜的状況の切迫と内的必然との接点において、かろうじて変革の契機

は訪れる」というのが基本的テーゼであった。そうして組織は新しい形態の組織化（こ組n

織の再構築）へと発展していくものである。それが第部の「動態的組織」の導入であり、

その再組織化の変革プロセスを追究してきた。しかし、状況適応的組織変革の成功および

失敗事例の分析結果により、その意義や可能性と同時にレ また限界点も見えてきた。その

限界を克服していこうとする組織像がいわゆる「開放型組織」（住民参加型のネットワー
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ク型組織モデル）であった。二の開放型組織の特性は、できるかぎりあらゆる人間、個人、

集団、組織などに“まちづくり政策の意思決定過程”に参加できる場と機会（チヤンネル

づくりとルールづくり）を与え作っていこうという考え方である。そこに住む人々が、相

互協力・相互責任に基づ＜“地域社会のパートナー”としての新しい関係やシステムを作

りあげていくことであった。

これまでのコミュニティ論では、どちらかといえば、”住民と住民との関係”において、

いかに住民相互の出会いやチヤンスづくりをしていくかということにウェイトがかかって

いたように思われる。それがさまざまなコミュニティ活動の発展を経てフ 住民と行政との

関係町こおいて、フォーマルな接点、新たな直結する場（こ政策決定の場への参加）を求め始

めたのである。それが”協働・協議・調整する場””共同決定・合意形成の場”としての住民参

加論であった。そしてさらに激しい住民運動・市民運動を通して、住民参加機能の拡大と制

度化が図られてきた。その結果、あちこちで多種多様な参加方式が作られてきた。例えば、

①対話方式、②市民委員会方式（武蔵野市など）、③市民委員会方式（横浜市、旭川市、

埼玉県など）、④市民会議方式（横浜市など）、⑤住民協議会方式（中野区、旭川市など）

、など(1）。本論では、これらを総称して地域会議モデルとしての在り方を検討してきた。F

住民参加というのは、住民が自治体の政策を決定する過程に参加し、その決定に影響力

を与える行為である。そのことは、自治体が自己の政策を自主的に決定できる政治の場で

あることを前提としている。したがって、自治体における住民参加の提起は、自治体が単

なる行政処理の場ではな＜、政治を行なう場であることを確認したことにほかならない。］

（2 ）さらに言えば、「一般に市民参加の段階は、操作・情報・協議にはじまり、参加・

権限委譲・市民統制にまでいたっているといわれる。］O ）すなわち、 ト権限委譲］と

は、決定権限の地域住民への分権化ということであり、住民による権力の統制を可能にし

ていくということである。そして「参加」とは、こうした「行政過程（政策形成過程）に

おける意思決定権への住民の直接参加］ということである。

本研究の現代的意義とは、行政組織の在り方として、［管理型システムから参加型シス

テムへ］と、いかに変革していくか、その変革過程そのものを動態分析してきたごとにあ

ろう。〔表3 － エ〕は「住民と行政との対応関係の変遷」について参考までにまとめ描い

たものである。二の表のとくに「昭和6  0 年代以降」を見ると、まず住民側の動向として、

いわゆる に参画論」の時代を迎え、自治体は住民意見の代行機関であるとして、その意思

決定過程への住民直接参画を要求し　 こ参画・分権 づ
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∩

導型の地域計画に行政が参加するという「住民主体・行政補完型」、あるいは市民参加型

行政のための「開放型組織の創造」などが提唱されている。さらに両者の対応関係は、端

的にいえば、相互扶助のルートづ＜リ、友好的・相互的コミュニケーションなどを確立し

て、「協働解決型の協働的関係」の在り方が真摯に模索されているといえよう。いわばこ

れらのキーコンセプトの内実性に現実分析を施したところに時代的意義があったと考えて

いる。

こうした研究テーマの応用として、現在、国レベルで「国と地方との関係の在り方をど

うするか」「国への権限・機能の集中化か、地方への分権化か」が間われ、地方レベルで

もやはり、自治体対地域住民、府県対市町村、本庁対出先機関（出張所問題など）、行政

対民間団体など、 に機能充実・機能分担の方向はどうあるべきか」といった課題に直面し

ており、本質的には共通な問題意識であるといえよう。
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C表3 －n

年　 代　 区　 分 � 昭和4  0 年 代以 前 � 昭 和4  0 年 代 � 昭和5  0 年 代 � 昭和6  0 年 代以降

対 応関 係の顛 型化i　　 従　 属　 的　閲　 係 �� 対　 立　的　 閲　 係 �・　扁　 助　的　 関　 係 � 協　 働　的　 開 ｛系

�・支配　一服従的関係

・ 行政 への 全 面的 依 存と甘 え(

一方 的(£i?関0?.) �

・昭 和4  2 年 輩新晶 政のほ 生

・ 公害(ill争 など、 市民 運 動 ■ 住

民 厘 動の激 化 ■ 隆盛 �

・ IS造 不況 と 財政 両建

・行 玖協力 的 体制 の確 立

ど ららか と いえ ば、下 請 け的

・ 綸完的 ・肩 代わり的 関 係

（ 行玖側 か らの 住民 ＼il力 の要
μ ）

・ 新し い 住民 参加 ル ートの 模

索 �

・「m 互扶 助 」のル ート づくり

ほ 働岬決型 指向（ 拒互的 依 存関 係 ）

相 互連関 ・相 互影 響力 的　 共同 決定

・「 多 元的 ・ 榎合的・ 接 能分化 」

友好 的 ■  咀 互的 コ ミ ュニ ケ ーショ ンの 砥立

・「 自 助努力 ・自 立主 殺 」（ 磯能的 自律的関p?.）

独立 保算 制・内 部主 体的 ・内 発型を 前説

庄民 側の 動向　　｜　　　ぽ　 託　 綸 �� 運　 動　 綸 � 参　 加　 哨 � 参　直　 暗 ．

�・近代的市民社会綸による

代 表制 民主主 長 への 期 待

・ お上の お慈 悲 、 ものい わ ぬ 庄

民

・受 身的 ・ 消 極的労 働に 供

・ 行玖は 他人 事・無 関心 �

■ 絶対 反 対・ 語 次・防衛 的・
攻 撃的 闘 争

・「 堵 ㈲利 の た めの 闘 争 」

・ 生 活 侵害-- 肢害 ■死活問 題-

りS 價 ー物 取り主 殺
．“人 収" の 噴出 現象 �

・要求 曳象 型の 闘 争

「 ○○を 守る 会 」「 ○○ をつ

くる運 動 ］

・!i祉 ■教 育・ 公共 施段 づくり

・ 参加の 俵式 化、 形 式化

・ 新しい 制度 導 入の 試行.

ボ ランテ ィア 活動 の活 発化

一管理運 営 への 参力［］．|島力 �

・ 参画・ 分 収・自 己( 住民 ）決定 ＝自主 管理

・ 自治 体は 住民,意見の 代行 政開

コ ミュニ ティ の形成 主 体は 庄民自身で あ る

・「 意思 決定 過程 への 住民直 接 参加 」

（ 企画・ 財政 ・ 径営 への参 画 ）

当 事 者能力を もって地 域づ くり（ 住民主 催・

行政 は共 催・ 後 媛 ）

・「 自主的■ 択的 決定旨 の要 求 」

施iS:の管 理運 営 要i-g・ 観定 の制定

行 玖側 の対 応 � 官　 治　 型　 行　政　　　　｜　　対　 話　 型　 行　 政 ��市　民　 本　 位　 型　 行　 政 � 市　 民　 参　 加　 型　 行　 玖

�・行玖主導型

( 成力 的 管理的 業 訪処 理)

・上 意下 遇、 市民 不 在

・中 央災fS 的 ・iS 威 主復的 対 応

・ 一 律 ■一 元 ・画 一的 行 政 �

・対 決型 ・ 敵視的 政策

り 上会的 公 共吐 ・ It 会福 祉の

重観

・ 行政 サ ービ スの強 闘

・ 弱腰 行政（ むみ手 ・ 微 叉行

玖)

・「 たかり －ぱ ら まきの 副造 」

総 花的パ ラ パラ施i �

・ 企業的 効 率吐 の 追求（ 安あ が

り 行政 ）

・ 「 第二臨iJJl」（ 昭5  6 年 ）|

’行輩審 」（ 昭5  8 年 ）F

地方 行革 大 綱j （ 昭6  0 年

（ 減瓦 経営 と民間 委託 ）

・'& 劉 分|旦綸

高指圧 高負 担、受 益者負i旦、

地元負 担－「 応能応 益の 原

則 ＿ �

・  I住民 主 体. 行 政謔 完 」型

住民主 導型 計画 に行 玖が 参加 する

・ 複数 の.at尺肢の はμ（is 暇 ）

・「 地 域経 筥主 体として の 自治 体 像 」

）（ 地1或吐 会の ネット ワ ークづ くり ）

計画・ 管 哩・ 制御・ 成長

・「 開 放型 組温 」の 創造



第2 章　研究テーマの理論的意義

第1 節　行政官僚制論から行政組織論へ

本論の理論的立場は、これまでの状況適合理論、組織開発論、組織設計論などの理論モ

デルや命題に準拠しながら、新しく「行政組織変革論」という基本的パラダイムの全体像

を構築していくことにあった。地方自治体における行政官僚制を組織社会学的視点から研

究するということは、学問的立脚点を、いわば「行政官僚制論から行政組織論へ」と視座

転換を図りたいということである。従来の行政官僚制論的アプローチの限界を指摘し、さ

らに行政組織論的アプローチの時代的必要性を主張したかった。こ二にいう行政組織論的

アプローチとは、行政組織の目的・位置づけの再検討、組織対人間の矛盾相克の分析、あ

るいは組織間関係論の考察など、組織社会学上の知見を導入した現実的・動態的分析を施

していくことである。そして、行政組織変革論として、これまでの「官僚制組織」論に対

抗しうる「脱官僚制組織」論のモデル（動態的組織、開放型組織など）を分析検討してい

くことであった（次の第2 節で検討する）。

既存の行政官僚制論、地方自治論はともすれば、制度論、機構論、法解釈論、あるいは

行財政論などが主流であったといえ、明治以来、行政学はいわば国家学（学説史、官房学）

として、国家の支配装置＝官僚制優位の統治構造を支える論理・体系を思考してきたとい

える。例えば、組織管理、人事管理、政策管理、財政管理など、すべては上から下へ・中

央から地方八と垂直的・一元的統合が企図され、タテ割行政・通達行政・許認可行政・補

助金行政などによって強固に管理・運営されてきた。法律・規則・財政などに精通してい

ることがより高く能力評価されてきたのである。したがって、地域社会のどんな小さな変

化が生じても、常に上級官庁からの指示・回答を待ってからという中央指向型・政府依存

型の思考パターンからなかなか脱却できなかった。それは確かに、戦後行政目標としての

ナショナルミニマム化による平等化・地域間格差の縮小・財政力の均等化などを達成する

ために、国の行政マニアルづくりによる全国画一化や統一的規制は一定の必要性と効果が

あったといえよう。しかし国民生活は今や豊かさの時代に入り、独自なまちづくり政策に

取組む、個性と魅力ある地域に住みたいと思うようになってきた。むしろ「地域間競争」

や! 地域間協力」を強調せざるをえない時代になった。しかも住民の経済圏・生活圏は、

高度情報化社会の進展、交通手段の発達などにより、ますます広域化・多様化を拡大助長
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しているのである。

これまでの行政官僚制論に決定的に欠如していたものは、主体としての“職員”ど 住

民”であった。“職員主体の行政組織論”“住民主体の行政組織論”といった観点がどち

らかといえば軽視（あるいは無視）されていたのである。あちこちの自治体でヽ「行政改革」

の成果は積極的に発表されるが、その内部の意思決定過程の現実態についてはなかなか公

表されていない。変革過程における行政職員の意識や行動に触れた資料も数少ない。自治

体内部の変革のメカニズムやダイナミズムを分析した文献もあまリ見られないのである。

そこで本論では、国がやる地方行政ではなく、作られた地方公共団体の組織でもなく、ま

た与えられた機構論でもない、自治体・職員自身が自らやる行政変革、あるいは自己組織

の創造（再構築）のありかたに基本的な視座を定めた。そして自治体が自分たちの力によ

って新しいものを作り出す、その自己組織の形成・存続・発展の変革過程の論理と心理に

ついて、組織変革の社会的 ―心理的ダイナミズム分析を施してきたのである。

「組織変革現象がなぜ起きるか」といえば、もちろん複合的要因の関連性、構造的連関

によるといえるが、組織社会学的にいえば、その中でもとくに「環境要因」と「主体要因」

とを主要なものとして論じる。つまり分析枠組みとして、原因変数としての環境変動（高

齢化、国際化、過疎化、都市化など）と、媒介変数としての変革主体（首長、変革推進委

員会、職員、関係団体など）と、この結果変数としての組織変革、という論理構造を想定

することができる。 二こで強調すべきは、組織集団（あるいは人間）は、y 社会環境の変

化にうまく適合しようとする“適応主体”であると同時に“変革主体”でもある］という

観点である。つまり“変化への適合・適応”だけでなく、“変化への選択・創造”もまた

できる“主体的”存在なのである。このような“変革主体”という観点はまた、「没変革

主体的な制度論的アプローチではなく、変革主体者間の関係論的アプローチ」に立つこと

を意昧している。つまり制度論では、とかく法規範やルールなどのフォーマリズム（formalisra

）や形態論（morphological approach ）を主に論議するのに対し、関係論では、組織と

人間、組織と社会関係、また何よりも制度の形成過程や変革過程などのダイナミズム（dynamism)

やリアリズム(realism）に主たる関心を持つといえる。つまり関係論的アプロー

チでは、環境変化に合わせたダイナミックな変革過程の、組織内外における主体者間の態

度や行動、選択や試行錯誤などの諸変数を分析しようとするものである。二れが自治体組

織をいわゆる「行政官僚制論」としてではなく、「行政組織論」としてアプローチしてき

たことの由縁である。
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この結果、いくつかの重要な事実発見が見られる。これは「組織変革の困難性の要因分

析J （第H 部第3 章第3 節）のところで述べているが、変革の限界として、「制度的要因」

と「行動的要因」とが考えられる。前者の制度改革、つまり構造変革の側面はある程度ま

で達成可能であり、事実「動態的組織」の主管者制度などいくつかの新制度が導入されて

きた。しかし新制度の「管理運営過程」や「定着過程」において中断・延期・変更などを

余儀なくされていくのは、それを支えている職員自身の「行動的要因」に起因するところ

大であったと思われる。つまり制度変革には成功しえても、その主体要因としての職員の

意識変革に多く失敗しているのである。改めて変革主体の行動変革の重要性と必要性を認

識させられる。つまり、まず職員が活性化し（そのためには、個々人の企画力、運営力、

表現力、実践力などを培うこと、と同時に政策方針・決定の場への職員参加の機会をつ＜

ることなど）、主体としての職員のありようが変わってくれば、やがて職場、役場、組織

全体、自治体が変わり、ひいては地域社会も活性化してくるであろう、という変革の論理

に逢着した意義は大きいといわなければならない。本考察の結果、こうした視点の再確認

に少し貢献しているように思われる。

さらにいえば、制度論から運動論を介して、行政組織論へと発展してくると、「行政社

会論（学）］（Sociology of Public Administration ）という新しい学問領域を開拓できる

可能性が出てくるかもしれない。行政社会論（学）とは、行政社会における組織と職員（公

務員）、組織と住民の問題などに主要な関心をもち、主体的人間としての職員を中心基軸

に、職場生活・地域生活・家庭生活などにおける意識と行動を問う学問として展開できる

であろう。しかしこ二では少なくともこうし左方向性への示唆がえられたということを指

摘するにとどめたい。

第2 節　官僚制組織から脱官僚制組織へ

組織論とはいわば官僚制逆機能の克服の歴史であるといえ、その硬直化や形骸化の弊害

をいかに克服するかが大きな課題であったように思われる。本論の問題意識もまた、在来

の伝統的官僚制組織における諸問題の指摘に始まり、動態的組織の導入およびその可能性

と限界とを考察し さらに新しい組織モデルとしての開放型組織のありようについて検討

してきた。動態的組織が主として、内部の組織変革を重視しその流動化・活性化を企図し

てきたのに対レ 開放型組織は主として、外部の地域社会により開かれたものとして確立
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してい二うという基本的考え方を提示するものであった。二の両者に共通するものは、い

ずれも「脱官僚制組織」を志向していたという点である。

この脱官僚制組織についての基本的認識は、組織の変革を地域社会や地域住民までも射

程に入れた組織論を展開するということである。つまり行政組織を、自治体一地域社会と

いうコンテクストにおいて「社会システム」として捉える位相に立つ。いうまでもなく自

治体は住民・行政・民間などの“複合（主）体”として存立する。それは地域社会におけ

るさまざまな構成主体、構成団体のひとつであり、またひとつに過ぎない。実は中央政府

主導型の1985年「行革大綱」の効果がなかなか上がらなかった理由のひとつもこ二にある

と推察される。つまり自治体は国の執行機関として位置づけられ、中央から多大なプレッ

シャーが掛けられても、既にそれをとりまく地域社会の強固なネットワークによって制約、

規制されて存在している。それゆえ、さまざまなインパクトや影響は受けるが、最終的な

行政改革の選択・決定は行政主体サイドの自主的判断に任されている。その行政主体ぱ

地域社会システムの一メンバー”として、もろもろの地域事情を熟慮し最大優先して対処

行動していかざるをえなかったのである。

脱官僚制組織とは、官僚制組織のピラミッド構造のようにあらゆる権限を組織の上層部

に集中・管理させるのではなく、むしろより下層に分散・分権して現場の即決型を目指す

ネットワーク型組織である。垂直的統合ではなく、あくまでも水平的・横結的統合による

ノンハイアラーキカルなオーガニジェーションのことである。それはまた、トータルシス

テムではなぐ マルチシステム”であり、複数主体を前提とした多元的・多中心性な横型

組織のネットワーク化を志向している。その主体は自律的な意思決定単位として保障され

た部分・部署であり、例えば、自立した個人、自主的団体、地域単位、コミュニティ単位、

事業部制であったりする。。こうした主体・単位がより直接的・双方向的に結ばれ、オン

ライン化によリリアルタイムに自主決定できる。このような意味で、これぱdirect

controlからresponsible autonomy　 べ という基本理念の確立を目指した組織モデルで

あるということができよう。

〔図4 一 仁 は、地域社会には複数の有力な主体が存在し、自治体もまた地域社会の一

構成主体に過ぎないという構図を示したものである。大きな主体としては、①住民主体（

個人、市民団体。住民運動、サークル活動など）、②企業主体（民間企業団体、大企業、

利益団体など）、③議会主体（政治家、政党、政治団体、選挙支持団体など）、そして④

行政主体（官僚、官庁、役所、中央政府など）などが挙げられ、これらが複雑に絡まって

-508-



〔図4 －1] 地域社会における4 つの主体

相互依存し影響し合っている。一般にはなかんずく②（ズ腸 ）が結合しやすく政財官界の癒着

構造としてよく批判されるところであり、また②④の組み合わせとして第三セクター方式

が導入されたりしている。これらの主導権争いによって、それぞれ①住民主導型、②企業

主導型、③議会主導型、④行政主導型、などがある。例えば、まちづくリモデルをめぐっ

ても、とかく「行政主導型の池田方式か、あるいは住民主導型の湯布院方式か」といった

択一的論争に陥りやすかった。しかし現代の広域化、情報化、グローバル・ネットワーク

化の時代にあっては、もはや地域社会はサバイバルとしての総力戦（総合能力）が間われ

ている。つまり、これら4 主体間の統合化による「地域主導型」あるいは「地元主導型」

の在り方こそ真剣に模索されるようになってきたといえる。よしんば中央官庁による国家

主導型と対抗関係になっても、地域社会の主体ができるだけひとつにまとまり、一致協力

して堂々対決し対処していかねばならなくなってきたのである。

確かにまちづくりは、地域社会全体の主体が総動員されなければなかなかうまくいかな

い。現実に主体間の力関係がどのようであれ、町総がかりの全面的支援は必要不可欠であ

る。いわば“町全体がまちづくり実行委員会”のような存在と役割にならなければならな

い。それは例えば、 ドプロデューサーはリーダー達、金や町民への指示を出すのは町の行

政、行動部隊が商工会や農民などの町民たち］（4 ）といった具合である。「まず民間先

行で実績や既成事実を作り、後に行政が条例で補完する」というパターンでも、また逆の

パターンであってもよい。ともかく主体間の相互協力関係こそまちづくリ成功の基本的要

因であろう。

さらに住民主体であれ行政主体であれ、なかんずくまちづくりのリーダー（キーパーソ

ン）たちをバックアップする体制の確立こそキーポイントである。かれらは、地域の積極

的イニシアティブにより、中央方針に異議を唱えても、代案や新案を提起することによっ
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て先取り行政をしていく中核的役割を担っている。問題は、地域全体としての地域活力（

活性化）の掘り起こしやユニークな新しいまちづくり政策を、「誰が、どのようなスタイ

ル（システム）で］進めていくかであろう。そのためには、これからの新しい時代の新し

いパートナーとして、①の「住民主体」をどう位置づけ、地域資源としての有能な人材を

どんな組み合わせによって有効活用していくかである。つまり地域社会におけるさまざま

な個人、専門家、団体、機関、マスコミなどの住民主体を行政主体にクロス参加させてい

く、ダイナミックな協力関係のシステム化の在り方こそ現代的課題として問われていると

いえる。

二こで、本論でいう「脱官僚制組織」の概念規定や構成要素について定義しておくと、

次のように考えられる。脱官僚制組織とはすなわち開放型組織モデルとして捉えられ、開

放型組織とはすなわち「参加型組織」モデルのことである。開放型組織とは既述してきた

ように、“権力の分散化”による多元的・多中心的・横結的組織のことである。ここにい

う権力とぱ 行政権力（＝政策決定権）" のことであり、権力の分散化とは意思決定の枠

組みを新しく権限委譲による分権的管理方式に切り換えていくということである。さらに

「“なにを”“だれに”“どのような方法で”開放していくのか」といえば、「行政権力

の意思決定過程に参加・関与・介入できる権利」を、「トップ（首長）から他の主体」に

「開放と参加」という方法によって、分権化していくということである。［他の主体］と

は前述の4 つの主体ということであるが、本稿ではとりわけ次の2 つの主体に焦点を絞っ

ている。ひとつは「行政主体としての職員」であり、もうひとつは「住民主体としての住

民」である。さらに開放の方法としては、まず「行政側の情報公開など」があり、これに

「職員が参加し」かつ「住民が参加し」、参加による自律的機能の拡充を求め関与してい

くという論理構成になっている。

行政主体が開放し公開していくべき行政資源は、ヒト・カネ・モノ■情報・技術・文化

・歴史など、たくさんある。よく「公開なければ参加なし」といわれ、公開と参加とはい

わばパラレルな関係にある。参加とは、住民および職員がこれらの行政資源に自由にアク

セスできる権利が保障されているということである。現在、官僚制組織（制度）の公開化

かいろいろな形態で進められている。それはとりわけ市民課・広報公聴課などの機能に代

表され、例えば、広報誌の発行、市民相談室、行政相談コーナー、市長への手紙、市民意

向調査、区民懇談会、公聴会、地区カルテ作成、地元説明会、対話集会など、枚挙に暇な

い。こうした体験の蓄積や時間的経過は、やがて住民意識の高楊を促す。そしで お知ら
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せや市政だより”あるいぱ 不要な情報提供”などから、さらに一歩進んで、“市民に問

うというスタイルでの政策広報”や“争点をめぐる本当に知りたい情報”“住民の判断材

料としての情報（プラス・マイナス評価）" などが求められるようになってきた。各種委

員会のありかたも、その設置要望・論議の公開・傍聴会への出席などから、審議内容のよ

り詳細な資料やデータの公開、委員会への委員としての参加などを要望するようになって

きた。こうして徐々にではあるが“開かれた行政”としてのさまざまな開放施策が実施さ

れてきたのである。

かくして住民参加段階は、もはや重要な政策決定への公式な住民参加組織（協議機関）

の設置を要求するにいたっている。そしてこの組織で、住民主体が自ら政策課題を発見し、

政策形成・企画立案し、法令作成（条例づくり）に関与し、かつ予算編成にも従事するよ

うになってきた。例えば、「コミュニティセンター建設準備委員会」などにおいて、建設

場所、建設規模、建築デザイン、建設予算などから、その管理運営や事業実施内容にいた

るまで、住民の同意が得られるよう何度でも代替案や修正案の提示を行政に求めている。

自主管理運営の前提である「事務」「権限」「財源」などのあらゆる制度化を要求するよ

うになってきたのである。

二こで強調すべきは、行政資源の開放とは、それらの「資源の共有化」を意昧するとい

うこと。例えば、情報の共有化とは同じ情報を住民と行政とが双方同時に所有できるとい

うことである。それを住民主体と共有化すれば住民参加となり、職員主体と共有化すれば

職員参加となる。現代における組織変革はこれらのハード＆ソフトの公開のシステム化を

めぐる論争であるといえよう。

さらに「行政権力への参加」とは、組織論的にいえば、権限（意思決定権）の集権化（

集権的管理）か・それとも分権化（分権的管理）か、といった課題に連結している。端的

にいえば、”―極・垂直・頂点・独占型”のピラミッド構造か、それとも ”多極・水平・分

節・拡散型”のネットワーク型組織かの、どちらによリウエイトをおいた組織デザインを

再構築していくのかという問題である。ここでは、後者の組織モデルの導入過程について

追究してきた。つまり開放型組織を参加型組織として捉え、とくに第皿部「動態的組織」

でF 職員参加論」を、さらに第m 部「開放型組織」で「住民参加論」の現実分析を展開し

てきたのである。 「職員参加」とは、権力の分散化（ ―権限委譲）による影響力行使権

や自己決定権（専決権）などの諸権利を確保していくことであった。この職員参加の形態

はともすれば、①職場参加（係内事務連絡会など）、②職制参加（課長会議など）、③代

-511-



表参加（各種委員会など）などといった［ヨ常職務活動の範囲内に限定されていた。しかし

本来の参加とは、その業務を越えて、④自主的・自発的・個人的な参加機会が拡大してい

くことである。例えば、プロジェクトチーム、提案制度、自己申告制度、自主的政策研究

会、学会などを通して、さまざまな情報や知識や体験の機会が増えることである。こうし

た組織や職場以外の非日常的世界への参加により、職員の意識や能力は蓄積され高揚する。

やがて自らのアイディアや企画案の具現化を求め、ますます「職員意思の反映ルート」の

改善が求められるようになる。とりわけ意欲と実力を備えた職員や部署から、実質的な権

限委譲を迫られる。この権限委譲の対象が、これまでのように管理職だけでなく、スタッ

フ職や専門職にも少しずつ制度化されつつあるという実態を検討してきたのが、「主管者

制度の導入過程分析」（第皿部）であった。

また「住民参加」問題は、本稿の視点、として、参加の“形態の多様化”ど 段階の高度

化”とに力点を置いて分析してきた。形態の多様化とは、これまでも論じられてきたよう

に、例えば、①異議申立て型参加（抵抗・反対運動型）、②課題解決型参加（特定の紛争

・争点解決型）、③公共施設管理運営への参加（役割分担型）、④要求実現型参加（生活

環境の改善提案型）、⑤政策決定型参加（意思決定過程への参画型）（5 ）などが列挙でき

る。二のうち現代的課題として独白に本論で取り上げている形態と段階は、とくに⑤の「組

織内部の政策決定過程への参画」という在り方をめぐってである。二の政策決定に参が口す

る程度が「形式的参加から実質的参画の段階へ」、つまり都市計画や法令や予算など、あら

ゆる政策の形成一決定一執行一過程への全面的参加を求め始めているという視点てある。こ

れはもはや情報提供や審議会等の付属機関の設置というだけでなく、自主管理権や共同決定

権をめぐる「権力への参加」（権限委譲）問題をめぐる論争と位置づけられよう。それはま

さしく、行政権力をめぐる行政主体と企業主体あるいは住民主体との闘争なのである。そし

て企業主体による分権化運動の結果、自治体機能の民営化や規制緩和化、あるいは第三セ

クター方式の導入などが実施され、同様に住民主体との闘争結果として、住民本位の行政、

コミュニテー・センターの自主管理、あるいは住民協議会や市民委員会の設置などが少し

ずつ獲得（委譲）されてきたのである。

さらに本論の独創的研究は、行政権力を社会システムとして、地域社会のあらゆる主体

に分権化していけばどうなるか、どのような新しいシステムが形成できるかについてひと

つの試論的考察がなされていることである。そのひとつのシステムづくりが、住民主体と

行政主体とが交流、交差し、結節する場としての「まちづくり型地域会議」方式（〔図3
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－3 ］参照）でヽあった。この地域会議（あるいは、まちづくリセンター）は多様な形態を

取っているが、一般的には「住民主体・行政補完」「住民主導・行政参加」を前提とし、

分権型の双方向フィードバック・システムの確立を目指した、相互協働的役割分担の在り

方を模索しているといえるであろう。このような住民・行政参加型組織の特性として、次

のような原則が挙げられよう。

①すべての判断基準は、現代性・市民性・地域性・現場性・職場性などによって決めら

れること（「現場は教えてくれる」「住民から学ぶ」「住民こそ地域のプロだ」）。

②住民の中の、とりわけ子供・若者・女性・障害者・高齢者などの視点、立場からかつ

ロングスパンで地域社会全体を眺めること。

③何よりも自分自身が、そして住民自身が楽しめるまちづくりであること。

④参加動機における自発性・個人性・自己実現型欲求性。

⑤リーダーシップにおける相互信頼性。

⑥コミュニケーション（情報の流れ）における双方向性。

⑦意思決定（合意形成）過程における全員参加体制。

⑧各単位・主体間の結びっきは、タイトではなくルーズであること（参加の自由と退会

の自由の保障など）。

⑨地域社会におけるイクォール・パートナーとしての関係を作り上げていくこと。

⑩［インターセクショナリーワーク］（組織・部門の枠を超えた協働）を大切にするこ

と。

二のような地域会議組織はまだ未確定段階にあるが、「推進母体」（組織、団体、機関）

、「推進スタッフ」（構成メンバー）、「推進部門」（担当部署）などに新しい変化も見

られる。例えば、主体としては、住民主体が中心的・積極的役割を担うのはもちろんであ

るが、これにもろもろの専門家や意欲的な行政職員が、また企業団体からもボランタリー

な参加活動など、構成メンバーの多様化現象が見られるようになってきた。かつでのよう

に被害者の会、政党団体、宗教団体、労働団体、学生団体だけでなく、さまざまな個人、

団体、代表、組織などが自由に参加・加入するようになってきたのである。こうした主体

層の広がりはおそらく、行政課題の多様化・高度化・広域化と関連しているであろう（社

会福祉、住宅政策、自然環境など）。こうした参加主体や行政テーマの変化に対応して組

織編成原理もまた新しく変わらざるをえなくなった。これは歴史的変遷からいえば、“運

動論から組織論べ という流れとして捉えられよう。つまり住民運動や生活闘争による切
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実な問題提起型（ある狭い地域の小さな住民ニーズ）から、より広くより共通な政策づく

りに向けた問題解決型の仕組みづくリ（システム化）に取組むようになってきたといえる。

そして社会システム論として、前述した「4 つの主体の統合化による協議の場づくり」を

いかに創設していくかという課題を新しく検討していく必要性が出てきたのである。
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第3 童　研究テーマの実践的意義

組織変革によってΓ組織が変わる］ということは、具体的には一体組織の何か変化する

のであろうか。とりわけ組織変革の主体者（職員）にとって、それは一体どんな意味があっ

たのであろうか。この課題を実際の担い手（当事者）の立場から考察してみよう。

本論の組織変革とは、要すろに、官僚制組織から脱官僚制組織へという新しい枠組みを

創出していくために、まず①「組織理念」（ 組織目的など）を変革し、次に②「構造」（

機構改革、新制度導入など）を変革し、さらに③その管理運営過程における「機能」（地

位一役割関係など` ）などを変茎してきた。このうち、「変革理念」の確立は比較的スムー

スに導入されていろといえよへ また「構造変革」というハード面も、部門数、職階数、

ライン・スタッフの比率、職務規定の明確化、権限委譲、あるいは待遇制度など、確かに

一定の成果が見られ、、そのスリム化・フラット化か達成されたといえよう。しかしソフト

な「機能的 」側面については、その変革がなかなかに困難であったことが検討されてきた。

これはおそらく人間の「行動変革i の問題と密接に結びついていたためであろう。日々の

職場社会においては、パワー、リーダーシップ、コミュニケーション、意思決定など、仕

事関係・人間関係の現実的かっ賤雑な諸問題が多く生じている。集団活動の結果とは、ま

さに職場内のさまざまな人々の思考、発想、認知などの諸スタイルの所産なのである。し

がち職員の意識や考え方は表出されるというより、むしろ暗黙の了解事項・申し合わせと

して、心の内に深く伏在していろ。それゆえ、この無意識レベルの思考態度を根本的に変

えていくことがもとちと錐しかったのである。さらにいえば、新制度導入でさえもその成

文化・規則化・公式化・体系化などが確立されて、手続的・合理的運営に慣れてくると（

ルーティン化）、その既成事実化（マンネリ化）もまた同時進行する。やがてそこから新

たなる自己矛盾や弊害が発生し、再び変革の不可避性に向き合うという循環構造になって

い乱

それでは、こうした変革過程に従事した主体者にとって、その体験の意味は何だったの

だろうか。それは端的にいえば、人間という主体なしには変革を想定することはできない、

という基本命題の再確認であったように思われる。意思する主体としての職員の変革なし

に、真の組織変革はありえない。制度変革を達成しても、それを運用する職員自身の意識

や態度や行動に何等かの変化が生じない限り、本当に制度の内容が変わったとはいえない。

どんべ制度であれ、究極において、それを支えているのは人間である。この意味で、まず
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入、間・個人レベ ルでの意識がどれほど変容したかということがより大切なのである。

そ払そも組織変輦の初源的動機は考察してきたように、必ずしも上から・外からの指示

命令によってで はなく、自分達で内発的・主体的・自主的に取り組まれていることが多かっ

た。日常的職場社会におけるもろもろの不満や不信、猪疑心や葛藤、あるいは卑小かつ強

烈な体験などを通して、そこからの離脱願望として望ましい理想的組織像がデザ インされ

かつ追求されてきた。彼らの問題意識の牽引力（ 組織変革へのエネルギー）となったのは、

よかれあしかれ、「 あるべき組織の姿 」と「 あるがままの人間の姿」との緊張関係、矛盾

対立であったろう。あるがままの職員像を 見据えつつ、その上で、新しい組織や職場がい

かに作り出されねばならないかについて腐心ヽ。、模索検討してきたのである。そして「 現実」

と［ 理念 ］、および「可能性i  （ と限界）について少しだけ見えてきたように思われる。

つまり結果的に見ると、“そうでしかありようがなかった 在り方に彼らは取り組んでき

たのである。

動態的組織の主管者制度が復活や中断や変更などを余儀なくされた根本的原因は、変革

目標通りに「 地位志向から役割志向へ」と変革されなかったためであるというのが先の分

析結果であった。地位の位階制序列構造は残存したまま、依然として職員は上昇志向・垂

直志向・肩書志向などを重視し、新しい役割関係を優先する住民志向・水平志向・仕事志

向などへと変わっていなかった。つまり変革主体の認識が従来の思考パターン・行動パタ

ーンから全く脱却で きていなかった。組織変革という危機的状況の中においてさえ、なお

かつその状況を自己の保身や優位さへと転換しかっしたたかに利用しようとさえしていた。

これは、変革主体者が「 官職の権威 」にしがみつこうとする「官僚的惨めさ」（ 官僚主義

的性格 ）の呪縛から依然として解放されていなかったためである。

このように、官僚制化を支えるものは職員心理に内在する「 地位志向性」という権力 へ

の意思であったと思われる（ とくに第H 部第5 章第5 節参照）。それゆえに、どんな小さ

な組織でも小刻みな位階性を 築き、威信・権限・教育・所得・特権などをその地位に付与

して きた。そして職位＝身分＝社会的尊厳＝職業的評価につながっているという信仰を生

み出してきた。この地位信仰の効用により、ささやかな安心感と使命感と満足感とが職員

に与えられ、「地位の分有化I  （ かがち与えること）による管理体制が敷設されて きたの

である。

ここに職員の絶えざるアイデンティティ・クライシスとその探求とが結びついて、いわ

ゆる権威ヒエラルヒーを形成、存続、再構築させてきた。彼らが自ら再び、成層化された
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ドド関係、重層的関係、位階序列制などを築き上げ、官僚機構をますます強固なものに拡

大再牛産してきたのである。そしで 役人天国”といわれる肩書社会や身分社会にあぐら

をかいて、さまざまなポストを粗m 乱造してきた。このポストをめぐって、組織をうまく

利用に 巧みに泳ぎ回る職員も少なくないであろう（不正行為、ヤミ給与、カラ出張、汚

職など）。しかしこうした行為は決して所与のものではなく、職員自らが判断、選択、行

動した結果なのであろ。本論では、このような職員心理のもっとも悪しき部分にも注視し、

その客観化・対象化を試みてきた。こうした人間心理に内在する志向性を明らかにしなけ

れば、組織変革の真の困難性を克服する論理は展開できず、またその止揚の客観的必然性

さえも論証できないからである。

本論の問題関心は、こうしだ ごく普通の職員”の感覚や情念レベルから人間の行動変

革について検討し 官僚制化再生産の心理的メカニズムを解明することであった。つまり

地位志向していく職員の精神構造と、組織の官僚制構造との在り方を根本的に変革してい

く新しい視点を見い出すことであった。さらにいえば、こうした人間的志向性の把握と官

僚制構造との相関分析から、地域社会との関連性を検討していこうとするものであった。

ところで、組織学習とはひとっの体験から何を学んだか、その経験から新しい意味や教

訓を引き出してくることであ乱 組織変革から何を学び、何を引きずり、また何か変質し

たのか、さらに数年を経て、現在の中にどのように生かされているのか、こうした積極的

意義を理解することである。そのためには組織の自己対象化作業が必要である。組織変革

の組織学習とは、要するに、「組織が、自ら変革をつくる必要性を発見し、より一層の成

功を収めるであろうと自ら信ずる変革に着手しうる能力を獲得し、成長させる過程」（5 ）

であると規定される。それゆえ、自らの地位志向の主観的意味を明るみに出し、“気づき

”理解させ、他者より認知されることが大切である。経験的・日常的な職場生活の場（ つ

まり官僚制社会）において、彼らの無自覚的・自然的態度を明確化してみることが極めて

重要なのである。

こうした視点から見ると、変T茎の成否はやはり、「地位」「役割」という関係概念の再

検討、再構築に重要なポイントがあるように思われる。職員個々人の地位に対する正当性

への自己確信が、官僚制制度を内側から支える根拠になっていることは間違いない。地位

信仰が多数者の常識となり、暗黙のうちに制度的慣習、制度的秩序となっている。変革を

望んだ“少数の”主体者の中にさえ、やはり常識的世界、制度的秩序を志向してしまう深

屑心理があった。そこで、どうしようもなく集団成員間の生活実感に支えられて、権威ヒ
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エラルヒーヘの信念体系が出来 上かってしまうのである。職場環境という社会的リアリティ

の中で、肩書社会が意味をもち、そしてそれが職員心理において「内なる権威構造」を作

り出にていたのである。

しかし、もろもろの現実的社会関係が変化し、住民ニーズが変容し、職員への期待感も

また変わってきた。彼らに求められているのは、高い地位や肩書ではなく、問題解決型の

役割取得行動である。職員意識もまたこうした方向に変わっていかねばならない。それゆ

え、まさにここにこれからの変革のターニングポイントがあり、ここから変えていかねば

ならない。それはつまり、「ポストをめぐる変革からタスクをめぐる変革へ」というシフ

ト転換なのである。そして新しい役割関係のありかたを新しい変革の展開にどう結びっけ

ていくかである。これまでの変革論で明らかなように、この「役割関係」スタイルへの転

換が極めて不十分かつ不徹底であった。実際にいかなる勢力関係で、誰がパワーをもち、

いつ、どのようにして意思決定されているのか、表層的役割認知ではなく、実質的役割行

動レベルにまで踏み込んで変革されていかねばならなかった。組織は、こうした小さな問

題解決行為を通じて、新しい知識を少しずつ獲得していき、さらに次の段階で処理すべき

課題とは何かを知るようになるのである。「 このように行為を通じたビジネス・レベルの

知識の学習と、その知識を基礎にした新たな行為の展開という累積的な行為と知識の相互

作用、すなわち「 アクション・ラーニング 」を通じて、結局、その組織はスタート地点か

らはるか遠くへ離れた地点にいろことに気づくことになる。「戦略行動のデザイン過程」

は、こうした問題解決の累積的プロセスである。　J   （6 ）といえよう。

それゆえ「行動変革 」のためには、変革主体としての職員が、「組織（地位）へのコミッ

トメントから職業（仕事）へのコミットメントへj と自己変革していかねばならない。組

織へのコミットメントとは、ある特定の組織に対する一体感・同一化・忠誠心・貢献度な

どが極めて高く強い職員心理のことである。彼らの判断基準はすべて「組織の権威」に由

来す乱 脱組織化とは、このような組織目標を受け入れ、組織の中に留まって、組織のた

めに献身したいという願望を、いかに離脱し克服していくかである。そして、ある特定の

組織集団を越えた普遍的価値規範をもち、自らの専門的職業にどれだけ深くコミットメン

トしていくことができるかである。つまりアイデンティティの準拠枠を、狭く小さな集団

規範や組織利益の追求にだけ求めるのではなく、もっと広く社会的・人類的・地球的な貢

献や奉仕活動に求める。こうした視点の転換と実質的変革が、より地域社会に開かれた開

放型組織における職員像として求められている、ということが改めて明らかになってきた
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といえよ乱

さらに変革主体の動機づけの変化も極めて重要である。「組織的なものから個人的なも

のへi 「個人の専門性・自律性への志向」という高まりを強調しておく必要かおる。この

変化の原因は、例えば、①団塊世代の中高年パワーの活用、②ポストレス時代と昇進期待

の低下、③年功制・終身型の崩壊と転職志向・中途採用、④地位志向の断念と仕事意欲の

向上、そして⑤資格重視と専門職制度の導入あるいはキャリアルートの複線化などがあり、

これらが変革主体に与えた影響も決して小さくはなかった。そして徐々にではあれ、職員

個々の意識変革が行動変容へとつながり、一人ひとりの人材が活性化すれば職場や組織も

活性化し、それがやがて地域社会全体の活性化にも連関しているという論理を学習するこ

とができた。これらの個人的体験がこれからの新しい組織編成原理に多大な影響を持つよ

うになるであろう。
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第4 章　今後の課題と展望

以上、「 いかなる行政組織が、職員および住民にとってもっとも望ましい形態であるか」

という問いの設定と解答を求めて、新しい自治体組織像について試論的考察を施してきた。

この結果、従来の政治学、行政学、法律学などの専門的研究領域だけでは不十分であり、

新しい学際的研究領域としての開拓が必要になりつつあるということが判明してきた。そ

の新しい学間領域がいわば「自治体学 」ともいうべき領野である。これはフィールドとし

ての自治体を対象に、さまざまな学問的方法論を駆使して、ひとつの学問的体系を構築し

ていこうという動きである。これまでの学的アプローチに加えて、さらに社会学、心理学、

経営学、財政学などの分野からも多くの研究者や実務家が参加、交流して、自治体学会、
地方ぽ
自治学会、地方自治経営学会などといった新しい学会が次々に設立され、活発な研究

活動が行われている。

本論の基本的立場は、既述してきたように、行政組織としての地方自治体に対して組織

社会学的アプローチによる議論を展開していくことであった。行政組織を行政環境と行政

の内部構造・機能との相互フィードバック過程として捉え、環境への適応過程としての組

織変革論について考察を進めてきた。とりわけ変革過程における組織と人間のダイナミズ

ムを明らかにし、モデルを提示して、変革の基本的原理について解明してきた。この分野

への学間的関心はさらに、行政官僚制論から行政組織論・行政社会論へといった発展性を

見据えている。この意味でも、「自治体学理論」の構築に少しでも寄与し貢献しうるよう

な理論的・実証的研究にさらに取り組んでいきたいと考えている。

しかし今回の研究課題への取り組みから発見された成果は余りにも少なく、諸概念の内

容妥当性の分析、理論的枠組みの再検討、質問紙による仮説検証など、ほとんど今後の検

討課題に残されてしまった。将来、さらに自ら取り組むべき課題として、研究活動の方向

性や継続的課題について若干触れておきたい。

①やはり大きな関心は、組織変革論に時間デザインの発想を加えて、変革の継続性・連

続性・永続性という視点から、いわゆる［計画的変革論］の確立を目指していきたい。変

革の困難性や限界がこの辺にあったことも勘案して、長期間耐えて持続しうる変革の論理

や条件とは何かについて、今後とも問い続け追究していきたい。

②その変革主体としての職員と住民にとって、重要なテーマはやはり「 権力の分散化」

（権限委譲）という問題であろう。「参加問題 」とは結局の処、自治体内の政策の意思決

520



定過程において、どのような権力関係の変化が起こりつつあるか、どのようなパワーシフ

トの音容が生じているか、といった権限の実質的な再配分問題に結びついている。したがっ

てより具体的に、どんなパワー（権限）を、誰が、誰に対して持っているのか、さらに誰

から、淮に対して、何を、どれだけ譲ったのか、といった実態に即してもう少し緻密に分

析していく必要かおる。もう一歩現場に踏み込んで、この内実分析のフォローアップに努

めていきたい。

③権限問題は内部組織に限らず、さらに国と地方との権限配分・事務配分・財源配分な

どのより大きな問題とち関係し、中央一府県一市町村間での「役割分担論」「政府間関係

論。|「地方政府論｜などとして大いに議論されつつある。これは住民の行政参加レベルか

ら、さらに市町村の県政参加、府県の国政参加といった位相に道を拓いていくものである。

④職員参加・住民参加を含む複合主体・地域主体としての「中間組織」（まちづくりシ

ステムとしての地域会議などで）や「中間施設」（まちづくりセンターなど）の在り方につ

いても、さらに論考していく必要がある。これからは行政組織でもなく、住民組織でもな

い、いわば第三セクター的な中間組織の在り方がちっと多く形成されていくてあろう。と

りわけトまちづくり組織I ＼よ現在あちこちで創出されており、いわゆる「 ノンプロフィッ

ト・セクターI （非営利の民間・公益組織）としての研究分析が急務な課題となっている。

したがって今後、自治体の外郭団体や第三セクターの、まちづくり公社・財団などの組織

分析に着手していきたいと考えている。

⑤とくに開放型組織・ネットワーク型組織としての行政主体が、住民主体と出会い、協

議し 合意形成していく組織機関としての「地域会議」方式の一般モデル化か早急に確立

されねばならない。この地域会議組織を住民組織のネットワーク化という組織間関係論的

視点から、組織集団の相互連携・相互協力・共同行為などの重要性と必要性についてこれ

からも分析していきたい。主体者間の主導権争い的なリーダーシップ論ではなく、“でき

ろかぎり共に生き、支え合う柔軟にしてイクオールなパートナーシヅプ・メンバーシヅプ

あるいはコンパニオンシップ論”としての在り方について検討していきたい。

⑥「 職員参加｜という視点からは、さまざまな意思反映ルートのシステム化はもちろん

のこと、人材育成・能力開発のための研修制度の充実など、具体的な方法論（技術論）に

も取り組んでいかねばならない。とりわけ、企画・政策（ 組織目標づくり）と職位制度（

職場のライフコース`）と研修制度（人材づくり）という、3 部門のコンビネーションの在

り方について検討していかねばならない。
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⑦さらに。「自治体・行政組織の国際比較研究」も将来の研究テーマである。日本の組

織現象としての自治体組織やまちづくりシステムなどが、国際的モデルとして、どこまで

有効件（普遍妥当件）があるのか、是非比較考察してみたいと考えている。
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